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第１編  総    則             
       

第１節 計画の方針  

  

第１ 計画の目的（再編） 

 小樽市地域防災計画（以下、本計画という。）は、災害対策基本法（昭和３６年法律第

２２３号）第４２条の規定に基づき、市民等の生命、身体及び財産を守るため、小樽市防

災会議が作成するものであり、本市の地域において、予防、応急及び復旧等の災害対策を

実施するに当たり、市や防災関係機関等が相互に協力し、各々の役割の下、必要な対策を

迅速・的確に実施することを目的とする。 

なお、本計画は、「持続可能な開発目標（SDGｓ）」の主にゴール１１（住み続けられるま

ちづくり），１３（気候変動による具体的な行動）の達成に貢献するものである。 

 

第２ 計画の位置付け（新） 

 本計画は、「災害対策基本法」のほか、「防災基本計画」（中央防災会議）、「北海道

地域防災計画」（北海道防災会議）および「防災業務計画」（指定地方行政機関、指定公

共機関、指定地方公共機関）と関連性・整合性を有するものとする。  

 また、「小樽市強靭化計画」は、平時の備えを中心にまちづくりも合わせたハード・ソ

フト両面での包括的な計画として、「小樽市業務継続計画」（以下市業務継続計画という。）

は、災害時に迅速かつ的確に業務を遂行するための方策等を本市でとりまとめた計画であ

り、本計画を補完するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定地方行政機関 

指定公共機関及び指定地方公共機関 

  

小樽市国民保護計画 小樽市国民保護協議会： ～国民保護法 

災害対策基本法 

防災基本計画 

北海道地域防災計画 

小樽市地域防災計画 

防災業務計画 

中央防災会議： 

小樽市防災会議： 

北海道防災会議： 

小樽市強靭化計画 

小樽市業務継続計画 
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第３ 計画の構成（新） 

本計画は、「第１編 総則」「第２編 大規模震災対策（地震・津波）」「第３編 個

別災害対策」の３編から構成され、各編の記載内容等については、次のとおりである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載内容等 

第１編 総則 
計画の方針や市・防災関係機関等の役割と業務の大綱、災害環 

境、想定する災害などの基本的な事項を記載 

第２編 

大規模 

震災対策 

（基本） 

北海道が想定した地震被害の想定結果を基にして、地震と津波 

の複合的災害が発生、又は発生のおそれがあるときを全市的に 

最大規模の被害が生じるものと想定して、災害予防計画や応急 

対策計画、復旧計画などを記載 

第３編 個別災害対策 

第２編以外の中規模または局所的な災害の発生、又は発生のお 

それがあるときを想定し、本市で発生が考えられる個別災害に 

対する計画を８章に分けて記載 

計画の構成 

第１編：総則 第２編：大規模震災対策 

計画の方針 対策の概括 

防災関係機関等の役割 災害予防計画 

防災関係機関等の業務の大綱 災害応急対策計画 

市の災害環境 災害復旧計画 

想定する災害 補足資料 

防災組織、共通的な予防計画 

補足資料 

第３編：個別災害対策編 

第１章：風水害対策 

第２章：土砂災害対策 

第３章：雪害対策 

第４章：海難・港湾等災害対策 

第５章：原子力災害対策 

第６章：林野火災対策 

第７章：大規模停電災害対策 

第８章：その他事象の災害対策 

小樽市地域防災計画 
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第４ 計画の修正（新） 

本計画は、災害対策基本法第４２条の定めるところにより、防災会議において随時検討

を加え、必要があると認めたときは修正する。ただし、軽易な事項は、会長が修正し、次

の防災会議に報告するものとする。 

 なお、これまでの本計画の修正等の経緯は、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５ 計画の推進に当たっての基本方針（新） 

 本計画の基本方針は、国の防災基本計画、北海道の地域防災計画を踏まえ、下記の３点

とするものである。 

 

１ 災害の発生を完全に防ぐことは不可能であるため、災害時の被害を最小化し、被害の迅速

な回復を図る「減災」の考え方を防災の基本方針とし、たとえ被災しても人命が失われない

ことを最重視する。 

また経済的な被害を可能な限り少なくなるよう、さまざまな対策を組み合わせて災害に備

えることで、災害時においても市民生活・経済活動への影響を最小限にとどめるよう努める。 

 

年度 内容 年度 内容 

昭和 40 年 計画策定 令和 01 年度 一部修正 

昭和 47 年 一部修正 令和 02 年度 一部修正 

昭和 51 年 一部修正 令和 03 年度 一部修正 

平成 09 年 全面改訂 令和 04 年度 一部修正・改訂準備 

平成 10 年 一部修正 令和 05 年度 一部修正・改訂準備 

平成 11 年 一部修正 令和 06 年度 全面改訂 

平成 12 年 一部修正 

平成 13 年 一部修正 

平成 14 年 一部修正 

平成 15 年 一部修正 

平成 16 年 一部修正 

平成 17 年 一部修正 

平成 18 年 一部修正 

平成 19 年 一部修正 

平成 20 年 一部修正 

平成 21 年 一部修正 

平成 22 年 一部修正 

平成 23 年 一部修正 

平成 24 年 一部修正 

平成 25 年 一部修正 

平成 26 年 一部修正 

平成 27 年 一部修正 

平成 28 年 一部修正 

平成 29 年 一部修正 

平成 30 年 一部修正 
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２ 自助（市民、事業者等が災害から自分達の身を守ること）、共助（自主防災組織等が協力

し、災害から自らの地域を守ること）、公助（市や防災関係機関が災害から市民、事業者等を

守ること）のそれぞれが果たすべき役割を平時から把握し、災害時には迅速・的確に実施し

ていくとともに、相互に密接な連携を図っていくことで、最善の対策の推進に努める。 

 

３ 防災・減災には、事前に備えるべき災害予防、災害が発生後緊急的に実施する災害応急対

策、応急対策の実施後に街の復興に向けた災害復旧・復興があり、それぞれの段階において最

善の対策を図ることが被害の軽減につながるため、常に新たな知見や訓練などの積み重ねによ

り、内容の改善を図っていくことが重要である。 

 

第２節 市、防災関係機関及び市民等の役割 （新） 

 防災・減災における市、防災関係機関及び市民等の役割は、下記のとおりである。  

また以下の記載で「防災」のみの場合は、減災の考え方を含むものとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民等＜自助＞ 

 市民等は、災害から自分達の身を守るため、平時から防災・減災に関する知識の習得に努め

るとともに、食品や飲料水等の生活必要物資を備蓄するなど災害発生に当たって個々の意識・

行動力を高めることで、災害への備えを強化する。 

 

自主防災組織等＜共助＞ 

 自主防災組織等は、災害から自らの地域を守るため、平時から防災・減災に関する知識の習

得に努めるとともに、地域での防災・減災研修や訓練を積み重ねて災害対応力を高めることで、

災害への備えを強化する。 

 

市や防災関係機関＜公助＞ 

 市や防災関係機関は、災害から市民、事業者等を守るため、平時から防災・減災に関する知

識の習得に努め、公助として必要な防災・減災対策事業を推進するとともに、小樽市総合防災 

訓練などを継続的に実施して災害対応力を更に高めることで、災害への備えを強化する。 

＜自 助＞ 

市民、事業者等が 災害 から 

自分達の身を守ること 

＜共 助＞ 

自主防災組織等が協力し、 

災害 から 自らの地域を守ること 

＜公 助＞ 

市や防災関係機関が 災害 から 

市民、事業者等を守ること 

お互いに協力する 
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第３節 市、防災関係機関の業務の大綱（行政等の役割）  

 

 小樽市防災会議の構成機関（以下、防災会議構成機関という。）、その他連携が必要な

公的な機関の業務の大綱は、次のとおりである。 

 

１ 防災会議構成機関である指定地方行政機関の業務 

 (1) 小樽開発建設部 

  ① 一般国道の維持、修繕、除雪、災害復旧及びその他の管理に関すること  

  ② 港湾区域内の直轄工事に関すること 

  ③ 直轄港湾の災害により直轄で行う必要のある災害復旧工事に関すること  

 (2) 小樽海上保安部 

  ① 予報（注意報を含む。）、警報並びに情報等の船舶への周知及び災害情報の収集

   に関すること 

  ② 災害時において船舶の避難誘導及び救助に関すること 

  ③ 災害時において罹災者、救援物資、人員等の海上輸送に関すること  

  ④ 海上における人命の救助に関すること 

  ⑤ 海上における船舶交通の安全の確保に関すること 

  ⑥ 海上における犯罪の予防及び治安の維持に関すること 

 (3) 北海道財務局小樽出張所 

  ① 小樽市の災害復旧事業債及び災害つなぎ資金措置に関すること  

  ② 災害時における次に掲げる措置に係る金融機関の指導に関すること  

    ア 災害関係の融資措置に関すること 

    イ 預貯金の払戻し及び中途解約の措置に関すること 

    ウ 手形交換、休日営業等の措置に関すること 

    エ 生命保険又は損害保険の保険金の支払い及び保険料の払込猶予措置に関する

こと 

  ③ 災害時における小樽市に対する国有財産の無償使用の許可又は無償貸付に関す

ること 

 (4) 北海道農政事務所 

  ① 農林水産省が調達及び供給した応急用食料等の供給状況に係る確認等に関すること 

 (5) 北海道運輸局札幌運輸支局 

  ① 災害時における船舶の臨時検査等に関すること 

  ② 災害時における海上輸送の連絡調整に関すること 

  ③ 災害時における港湾諸作業の調整に関すること 

  ④ 災害時における陸上輸送の連絡調整に関すること 

(6) 小樽労働基準監督署 

  ① 事業場、工場等の労働災害の防止対策に関すること 
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２ 防災会議構成機関である自衛隊（陸上自衛隊第１１特科隊）の業務 

  ① 災害派遣要請権者の要請に基づく人命又は財産の保護のための救援活動に関す

ること 

 

３ 防災会議構成機関である北海道の業務  

 (1) 後志総合振興局地域創生部 

  ① 災害時における北海道と小樽市との連絡調整に関すること 

  ② 災害救助法の適用に関すること 

  ③ 自衛隊の災害派遣要請に関すること 

 (2) 後志総合振興局小樽建設管理部 

  ① 所管する道路及び河川等の改修、維持修繕及び災害復旧に関すること  

  ② 砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域の指定と対策に関する  

こと 

  ③ 土砂災害警戒区域の指定に関すること 

 (3) 小樽警察署 

  ① 住民の避難誘導、被災者の救出救助及び緊急交通路の確保に関すること  

  ② 災害の予報及び警報の伝達並びに災害情報の収集に関すること 

  ③ 災害時における犯罪の予防及び交通の規制等に関すること 

 

４ 防災会議構成機関である指定公共機関の業務 

 (1) 日本郵便（株）小樽郵便局 

    ① 郵便局の窓口掲示板等を利用した広報活動に関すること 

  (2) 北海道旅客鉄道（株） 

   ① 災害時における鉄道輸送の確保に関すること 

   ② 災害時における救援物資の緊急輸送及び避難者の輸送等に係る関係機関の支援

に関すること 

 (3) 東日本電信電話（株）北海道事業部 

  ① 気象官署からの警報の関係機関への伝達に関すること 

  ② 災害時における重要通信の確保に関すること 

  (4) 日本赤十字社小樽市地区 

  ① 災害時における救護業務に関すること 

  ② 民間団体及び個人の行う救援活動の協力に関すること 

  ③ 災害義援金品の募集に関すること 

  (5) ＮＨＫ札幌放送局 

  ① 気象予報及び警報、被害状況等の報道の実施並びに防災広報業務に関すること 

 (6) 北海道電力ネットワーク（株）小樽支店 

  ① 災害時における電力供給の確保に関すること 
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５ 防災会議構成機関である指定地方公共機関の業務 

 ⑴ 一般社団法人小樽市医師会 

  ① 救護隊を編成して緊急医療を実施に関すること 

 ⑵ 北海道ガス（株）小樽支店 

  ① ガス施設の保安の確保に関すること 

  ② 災害時におけるガスの円滑な供給に関すること 

 ⑶ 札幌テレビ放送（株）小樽支局 

  ① 気象予報及び警報、被害状況等の報道の実施並びに防災広報業務に関すること 

 ⑷ 公益社団法人北海道看護協会小樽支部 

  ① 災害時における看護業務の支援に関すること 

 

６ 防災会議構成機関であるその他機関の業務 

 ⑴ エフエム小樽放送局 

  ① 気象予報及び警報、被害状況等の報道の実施並びに防災広報業務に関すること 

  ② 小樽市災害対策本部の要請に基づく防災広報業務に関すること  

⑵ 社会福祉法人小樽市社会福祉協議会 

  ① 災害ボランティアセンターの設置及び運営に関すること 

 ⑶ 小樽市総連合町会 

  ① 平時・災害時における防災についての各町会との連絡調整・情報共有に関すること 

 ⑷ 小樽市消防団・女性防火クラブ連絡協議会 

  ① 平時・災害時における防災についての連絡調整・情報共有に関すること  

 

７ その他連携が必要な公共的な機関の業務 

 ⑴ 札幌管区気象台 

   ① 気象、地象、地動及び水象の観測及びその成果の収集、発表に関すること  

  ② 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る）、水象の

予報・警報等の防災気象情報の発表、伝達及び解説に関すること  

  ③ 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に関すること  

  ④ 地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言に関すること 

  ⑤ 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に関すること  

⑵ 農業協同組合、森林組合、漁業協同組合 

  ① 共同利用施設の災害応急対策及び災害復旧対策に関すること  

  ② 被災組合員に対する融資及びそのあっせんに関すること 

 ⑶ 小樽商工会議所 

  ① 災害時における物価の安定及び救助物資の確保に対する協力に関すること  

 ⑷ 小樽薬業組合 

  ① 災害時における緊急医療に対する協力に関すること 

  ② 災害時における医薬品の確保に関すること 
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 ⑸ 一般社団法人小樽市歯科医師会 

  ① 災害時における歯科医療活動に関すること 

⑹ 一般病院、医院、診療所 

  ① 災害時における医療防疫対策に対する協力に関すること 

 

 

第４節 市の災害環境（再編）  

 

第１ 自然環境 

１ 地形 

市は、北海道の西海岸のほぼ中央に突出した積丹半島から深く湾曲した石狩湾の懐にあり、

東西に６８．６２ｋｍ（平成２１年３月３１日現在）と長い海岸線を有し、東は石狩市・札

幌市、西は余市町、南は赤井川村と接しており、北は日本海に面している。 

山系がそのまま海上に突出した地形を示し、平野部が少なく丘陵と山地が大部分を占めて

いる。このため河川の延長は短く急流で、流量も降水量に応じて短時間に著しく増減する状

況である。 

   

（地形図） 
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２ 気候 

海洋性の気候で、四季を通して気温の格差は小さく、比較的温暖な気候である。暖候期は、

南西と北東の海陸風が多く、特に４・５月は南西の風が強まり、フェーン現象を伴う乾燥し

た気象である。７月下旬から８月中旬にかけて本格的な夏となり、夏日の平年値は３９．６

日、真夏日の平年値は５．３日、最高気温の極値は３６．２℃となっている。８月頃から雨 

量が多くなり、台風や低気圧の影響で大雨による災害が過去に発生している。 

また、日降水量の最大値は１６１．０ｍｍとなっている。 

更に、冬は西南西の季節風が主風系で、この風は離岸風となるため、北海道西海岸の中で

は弱い方である。気温は全道的にみると温暖で、最低気温は―１８．０℃となっている。１

２月から２月は曇りや雪の日が多く、北海道南部に優勢な低気圧があり、石狩湾に別の低気

圧が発生した場合には大雪となりやすく、積雪量は全道でも多いほうで、長期積雪の継続日

数は１１０日程度であり、最深積雪の極値は１７３ｃｍである。１０月下旬に初霜、初雪が

みられ、初雪の最早記録は１０月１３日となっている。 

小樽港では、潮汐の干満差は小さく、北よりの風が強まるとその影響で港内の波が高くな

り、港内外ともに氷結はなく、濃霧の発生もまれにある程度である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 社会条件 

１ 人口分布 

市の人口は１０６，８８９人（令和５年１０月３１日現在）となっている。 

人口の分布をみると、人口が多い地区では、桜・望洋地区が１２，４９３人、朝里・新

光地区が１１，１４６人、銭函・桂岡地区が１１，２９１人となっている。少ない地区 
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では、豊川・石山地区が２，１３２人、梅ヶ枝・末広地区が３，１５８人、塩谷・蘭島地

区が３，４３４人となっている。 

昼夜間人口は、流入人口１２，２９２人に対して流出人口９，１１２人で１，１３７人

の流入超過となっている。（令和２年国勢調査） 

また、市の老年人口（６５歳以上）の割合は、令和５年１０月末現在で約４１．６％と 

なっており、道内主要１０市の中では、割合が最も高い状態となっている。 
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注）住民基本台帳に基づく独自集計

地区名
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富岡
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２ 道路の位置等 

市の高速交通網は、東部に隣接する札幌市から市中心部に至る札樽自動車道と、そこから

分岐して西部に隣接する余市町まで通じている後志自動車道となっている。また、本市と札

幌市、余市町を結び東西の軸となっている国道５号のほか、札樽自動車道から臨港地区・運

河周辺を通り国道５号に繋がる道道小樽港線が市内における主要な幹線道路となっている。 

この他、東部朝里川温泉地区から南東に延びる道道小樽定山渓線は、途中札幌国際スキー

場前を通過し札幌市定山渓地区と繋がり、市中心部から南部に延びる国道３９３号は赤井川

村と繋がっている。 

また、塩谷地区から市街地を山側に迂回して市中心部へ通じる道道小樽環状線は、市道に

より余市町と繋がっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 鉄道、港湾の位置等 

鉄道は、ＪＲ北海道が札幌市から余市町方面へ東西を結ぶ形で延びている。 

港湾は、市中心部に位置する小樽港と東に石狩市とまたがって位置する石狩湾新港がある。

小樽港は、水深４．５m 以上（最大水深 13m）の大型岸壁を４１バース有しており、その全

延長は７，２５３m であり、新潟と舞鶴を結ぶ定期フェリーが就航している。また、石狩湾

新港は、水深７．５m 以上（最大水深 14m）の大型岸壁を２０バース有しており、その全延

長は３，１１０m である。（石狩湾新港の小樽市域分の大型岸壁は６バースで、全延長は１，

０４０ｍである。） 

なお、石狩湾新港地域内の石狩市新港中央４丁目の区域については、石油コンビナート等

特別防災区域を指定する政令（昭和５１年政令第１９２号）により、石狩地区として指定さ

れている。 
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  鉄道、港湾位置図 

 
 

 

４ その他 

市の令和４年度観光入込客数は約４０６万人となっているが、コロナ禍以前の令和元年度

は約７００万人となっており、アジア圏をはじめとする外国人宿泊客数者は２６万人を超え

ている。 

このため、国民保護措置を実施するに当たっては、急増している独居高齢者とともに観光

旅行者に対して、その中でも外国人に対する配慮が必要である。 

また、小樽港に入港する外国船籍の船舶や外国人の船員も多く、災害発生時や避難の警報

の伝達について配慮することが求められている。 

地理的には、北が日本海に面し、南は山麓が連なっていることから、陸路では、避難ルー

トは東西方向を縦貫する国道５号が中心となっている。 

 

第３ これまでの災害の概況（新） 

１ 大規模震災（地震・津波災害） 

本市は、本州の各都市に比べると大規模震災といわれる経験はほぼなく、記録が残ってい

るもので、地震は、平成５年（１９９３年）７月に起きた北海道南西沖地震時に震度５、津

波到達高は小樽港で０．８ｍを記録し、住宅一部破損や道路、港湾の被害が生じたものがこ

れまでの最大の被災となっている。 

また津波は、昭和１５年（１９４０年）８月に積丹半島沖でマグニチュード７．５の地震

が発生し、これにより１．５ｍの津波が発生したとの記録が最大となっている。 
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２ その他の主な個別災害 

 ⑴ 風水害 

   本市は、本州の各都市に比べると台風による被害規模は少ないものの、これまで大雨や

強風の影響により、その都度住家被害などが生じており、記録が残っているもので最大の 

被害は、昭和３７年（１９６２年）８月の台風９号の影響により、被害戸数２，８９６戸、

死者６名、行方不明者２名の被災が最大となっている。 

    なお、本市における風水害に関する極値は、日最大瞬間風速は、平成１６年（２００４

年）９月８日の４４．２ｍ／秒であり、日降水量は、昭和３７年（１９６２年）８月３日

の１６１．０ｍｍ、日最大１時間降水量は、平成２９年（２０１７年）７月１６日の５０．

５ｍｍ、日最大１０分間降水量は、令和５年（２０２３年）９月１２日の２３．０ｍｍと

なっている。 

 

⑵ 雪害 

   本市は、豪雪地帯の北海道の中でも年間降雪量が多い方の都市であり、降雪の深さ日合

計値の極値は、平成８年（１９９６年）１月 8 日９：００から９日９：００までの２４時

間で８４ｃｍとなっている。 

   この際、国道５号張碓付近や札樽バイパスの不通、ＪＲや中央バスの運休で交通機能の

マヒ状態が続き、市民生活や経済活動に支障が生じ、緊急雪害対策室の設置とともに、自

衛隊に災害派遣を要請することとなった。 

 

⑶ 大規模火災 

   本市で記録が残っている最大の火災被害は、昭和３７年（１９６２年）に稲穂町から出

火した火災により２，４１０戸が焼失したものとなっている。 

 

⑷ 大規模停電 

   北海道胆振東部地震（マグニチュード７）の発生により、初めて北海道内の全域で大規

模停電が発生、市内全域の約６５，６００戸の一般電力が不通となった。 

   この際、災害対策本部を設置し、市民生活や観光客の支援のため、小学校の７校、ウィ

ングベイ小樽の一部を避難所として開設することとなった。 

   なお、これまでの災害履歴は、第７節、第５に記載しているとおりである。 
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第５節 想定する災害（新）  

 

本計画では、起こりうる最大規模の地震・津波の影響による被災を想定した大規模震災のほ

か、現時点で考えられる個別の災害を想定した。 

それぞれの具体的な想定は、次のとおりである。 

 

１ 大規模震災（地震・津波災害） 

 本計画では、本市に最も被害が生じる地震・津波の発生する中、更に新型ウイルスによる

感染症が拡大する複合的な災害を想定している。 

対象地震は、北海道の「平成28年北海道地震被害想定調査」に基づき、「北海道留萌沖地

震（マグニチュード7.8）」とした。 

また、地震発生の時期は、勤務時間外の発災で職員参集に最も時間を要し、また、被害の

内容が多く、行動制約も大きいと考える厳冬期（１月）の休日（夕方）とした。 

 更に地震発生直後に、北海道日本海沿岸北部に大津波警報が発表され、津波の第一波到達

（津波影響開始時間）は、市内域最短で２１分後に塩谷漁港に到達する津波が押し寄せるこ

ととなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

図 北海道留萌沖地震の震度分布図  

（出典 北海道の「平成28年北海道地震被害想定調査」）  

北海道留萌沖（走行 N225°E）

の地震の震源域 
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２ 個別災害の想定 

 ⑴ 風水害 

   本計画では、既に洪水ハザードマップを作成した２級河川からの氾濫による水害につ

いて、次の氾濫想定降雨量を設定している。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

      気象庁の発表基準では、本市の記録的短時間大雨情報（1 時間雨量）が８０mm 以上と

なっているため、１時間降水量は８０mm／時間、過去の日降水量の最大値を勘案して、

日降水量は１７０mm／日を設定するものとする。 

   また、台風接近等による暴風被害は、現時点でこれまで本市で記録した最高の最大瞬間

風速４４．４ｍ／秒を勘案して、５０ｍ／秒を設定するものとする。 

 

⑵ 土砂災害 

   本計画では、豪雨に伴い３箇所の土砂災害が発生した令和５年９月１２日の事象よりも

更に大雨が続いた場合を想定し、８箇所ほどの土砂災害が同日に発生したものとして、条

件を設定するものとする。 

 

⑶ 雪害 

   本計画では、過去の経験した降雪の深さ日合計値の観測史上最高値８４ｃｍを基準に

約９０ｃｍを最大値として想定している。 

 

⑷ その他の災害 

  現時点で各々の災害に関して、具体的な設定は難しいが、今後の最新の知見や経験を通

じて、設定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

等級 管理者 対象河川 位置付け 氾濫想定雨量（ｍｍ） 

2 級 北海道 星置川 水位周知河川 613mm/24 時間総雨量 

2 級 北海道 新川 洪水予報河川 473mm/24 時間総雨量 

2 級 北海道 蘭島川 125mm/01 時間雨量 

2 級 北海道 餅屋沢川 120mm/01 時間雨量 

2 級 北海道 塩谷川 127mm/01 時間雨量 

2 級 北海道 勝納川 100mm/01 時間雨量 

2 級 北海道 キライチ川 070mm/01 時間雨量 

2 級 北海道 朝里川 070mm/01 時間雨量 
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第６節 防災組織及び共通的な災害予防計画（再編）  

 

第１ 小樽市防災会議の組織 

 災害の予防、応急及び復旧対策等の防災諸活動に即応する態勢を確立し、災害対策の総

合的運営を図るため、組織計画においては、防災に関する組織及びその運営、災害に関する情

報並びに気象予報及び警報の伝達、災害時における広報活動等について定め、災害対策の

実施態勢の確立を図るものとする。 

 

 小樽市防災会議は、市長を会長とし、小樽市防災会議条例（昭和３７年条例第３２号）第３

条第５項各号に掲げる者の中から任命又は委嘱された者を委員として組織する。また、防

災会議に専門の事項を調査させるため、同条例第４条第２項に掲げる者の中から市長が任命又

は委嘱する者を専門委員として防災会議に出席させることができる。  

 

１ 防災会議の所掌事務 

 (1) 本計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

 (2) 市の地域にかかる災害が発生した場合において当該災害に関する情報を収集する

こと。 

(3) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により防災会議の権限に属

すること。 

 

２ 防災会議の運営 

 防災会議の運営については、小樽市防災会議条例第５条に基づく小樽市防災会議運営等

規程（昭和３８年６月２４日防災規程第１号）の定めるところによる。  

 

３ 小樽市防災会議情報連絡部 

災害時の応急対策を関係機関相互間の緊密な連絡の下に的確かつ迅速に行うため、防災

会議に情報連絡部を置き、防災会議構成機関の職員の中から当該機関の長が指名する職員

及び小樽市総務部災害対策室主幹をもって構成する。 

 (1) 業 務 

  ア 災害についての情報の収集 

  イ 関係機関相互間の情報の交換及び連絡 

 (2) 運 営 

情報連絡部の運営については、小樽市防災会議情報連絡部設置要綱の定めるところに

よる。 
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４ 組織図 

⑴ 防災会議組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長
（小樽市長）

北海道農政事務所札幌地域拠点総括農政推進官

北海道開発局小樽開発建設部長

北海道運輸局札幌運輸支局長

小樽海上保安部長
指 定 地 方 行 政 機 関 の 職 員

北海道財務局小樽出張所長

北海道ガス㈱小樽支店長

小樽労働基準監督署長

北海道知事の補助機関の職員 後志総合振興局副局長（建設管理部担当）

小樽警察署長

日本郵便㈱小樽郵便局長

北海道旅客鉄道㈱小樽駅長

東日本電信電話㈱北海道事業部設備部長
指 定 公 共 機 関 の 職 員

日本赤十字社小樽市地区小樽市赤十字奉仕団委員長

NHK札幌放送局報道専任部長

北海道電力ネットワーク㈱小樽支店長

㈱エフエム小樽放送局プロデューサー

指 定 地 方 公 共 機 関 の 職 員 一般社団法人小樽市医師会会長

公益社団法人北海道看護協会小樽支部副支部長

小樽市副市長

小樽市総務部長
市 長 の 補 助 機 関 の 職 員

小樽市保健所長

小樽市生活環境部青少年課長

小樽市教育長

小樽市消防長

小樽市消防団長

陸上自衛隊第１１特科隊長

小樽市女性防火クラブ連絡協議会会長
市長が必要と認める者

小樽市総連合町会会長

社会福祉法人小樽市社会福祉協議会会長

公募
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⑵ 情報連絡部組織図 

 

  

 

小樽市 

通 常 
☎25-9955  

災害対策室 

 夜間・休日 
☎32-4111  

当直室 

  

 

北海道開発局小樽開発建設部 

通 常 
☎23-5119  

防災課 

 夜間・休日 
☎23-5119  

当直室 

  

 

第一管区海上保安本部小樽海上保安部 

通 常 
☎27-6166  

警備救難課 
 夜間・休日 

  

 

後志総合振興局小樽建設管理部 

通 常 
☎25-2196  

維持管理課 

 夜間・休日 
☎090-8907-3137 

当番管理職 

  

 

小樽警察署 

通 常 
☎27-0110 

警備課 

 夜間・休日 
☎27-0110 

当直 

（部  長） 

 

 

陸上自衛隊第１１特科隊 

通 常 

☎011-581-3191内線 2681 

小樽市総務部 

災害対策室主幹 

 夜間・休日 

 

 

北海道電力ネットワーク㈱小樽支店 

通 常 
☎23-1112 

お客さまサービスグループ 

  夜間・休日 ☎0120-060-591 

  

 

東日本電信電話㈱北海道事業部 

通 常 
☎011-212-4466 

災害対策室 

 夜間・休日 ☎011-212-4466  

  

 

北海道ガス㈱小樽支店 

通 常 

☎32-0931 

 夜間・休日 

  

 

日本郵便㈱小樽郵便局 

通 常 
☎22-1514 

総務部 

 夜間・休日 - 

  

 

NHK札幌放送局 

通 常 

☎011-221-5097・5098 

 夜間・休日 

  

 

一般社団法人小樽市医師会 

通 常 ☎22-4111 事務局 

 夜間・休日 
☎090-2876-2868 

事務局長携帯 
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第２ 小樽市災害対策本部の組織（修正） 

小樽市災害対策本部（以下市対策本部という。）は、災害が発生し、又は災害が発生す

るおそれがある場合において、防災の推進を図るため、災害対策基本法第２３条の２の規

定により市長が設置するもので、防災会議と密接な連絡のもとに災害予防応急対策を実施

するものである。  

 市対策本部は、小樽市長を本部長として副本部長及び本部員を置き、部班に分けて業務

を分担させるものとする。また、本部長（市長）が不在又は事故があった場合の指揮順位

は、副本部長（副市長）、本部総括部長（総務部長）とする。 

なお、市は、災害情報を一元的に把握し、共有することができる体制の整備を図り、適

切な対応がとれるよう努めるとともに、災害対策本部の機能の充実・強化に努めるものと

する。 

 

１ 市対策本部の組織及び各部班の分担業務は、別表１、２のとおりである。  

２ 市対策本部の設置及び運営等 

 (1) 設置時期 

市対策本部は、原則、次のような状況が生じたときに設置する。  

  ア 市内で震度５弱以上の地震が発生したとき 

イ 北海道日本海沿岸北部（気象庁津波予報区）に「津波警報又は大津波警報」が発

表されたとき 

  ウ 大規模な災害が発生するおそれがあり、その対策を要するとき  

  エ 局地的な災害が発生し、その規模に対策が必要で、更に範囲の拡大のおそれがあ

るとき 

  オ 気象、地象、水象についての情報又は警報を受け、中規模な災害以上の発生が想

定されるとき 

 (2) 設置場所 

   市対策本部は消防庁舎６階講堂に置き、本部室前に本部標識板を掲示する。  

 (3) 設置の周知 

市対策本部を設置したときは、本編第６節第６の災害通信手段の整備に記載してい

る方法に基づき、直ちにあらゆる手段を講じ、対策本部関係者、関係機関及び市民等

に周知するものとする。 

 (4) 廃止の時期 

本部長は、災害の発生するおそれが解消したと認めた場合又は災害対策活動が完了

した場合に本部を廃止するものとする。 

３ 市対策本部の配備体制 

市対策本部は、被害の防除及び軽減並びに災害発生後における応急対策の迅速かつ強

力な推進を図るため、状況に応じた非常配備の体制をとるものとする。  

非常配備の基準は、次のとおりとし、本部各部長は分担業務につき部内の班の構成、

 配備基準を定めてこれを部員に徹底しておくものとする。 
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なお、災害の発生規模及び特性に応じて、この配備基準では各班の業務遂行に支障が

生じるおそれがあると認められる場合、本部長は、臨機応変の配備体制を整えるものと

する。 

 (1) 非常配備基準 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 動員の方法 

   配備要員の動員は、基本的に次の方法により行うものとする。  

  ① 本部長は、実際に発生した災害の規模を勘案し、市対策本部を設置する必要があ

ると認めた場合、下記の順序で通知するものとする。 

    （本部長→本部総括部長→本部総括部総務・人事班長→本部各部長→各班長→各班員） 

種別 配備時期 配備内容 

第１ 

非常配備 

(市警戒配 

備体制) 

１ 市内で震度４の地震が発生したとき。 

２ 気象、地象及び水象についての情報又は警 

報を受け、警戒する必要が生じたとき。 

３ 必要により市長（本部長）が当該非常配備 

を指令したとき。 

＜小規模な災害を想定＞ 

災害のおそれがある場合の情報連絡、又は 

災害が発生した場合の速やかな対処のた 

め、総括部、住民対策部、建設対策部、消 

防部等の原則課長以上の人員をもって当た 

るもので、状況により、更に次の配備体制 

に円滑に移行できる体制とする。 

第２ 

非常配備 

１ 市内で震度５弱・５強の地震が発生したと 

き。 

２ 北海道日本海沿岸北部（気象庁津波予報 

区）に「津波警報又は津波注意報」が発表さ 

れたとき。 

３ 局地的な災害の発生し、更なる災害の拡大 

が予想されるとき。 

４ 必要により市長（本部長）が当該非常配備 

を指令したとき。 

＜中規模な災害を想定＞ 

市対策本部の原則係長職以上の人員及び関 

係各部の所要の人員をもって当たるもの 

で、災害の発生とともに、そのまま直ちに 

非常活動が開始できる体制とする。 

第３ 

非常配備 

１ 市内で震度６弱以上の地震が発生したと 

き。 

２ 北海道日本海沿岸北部（気象庁津波予報 

区）に「大津波警報」が発表されたとき。 

３ 広域にわたる災害の発生が予想される場合 

又は被害が特に甚大であると予想される場合 

において、市長（本部長）が当該非常配備を 

指令したとき。 

４ 予想されない重大な災害が発生したとき。 

＜大規模な災害を想定＞ 

市対策本部の全員をもって当たるもので、 

状況により、それぞれの災害応急活動がで 

きる体制とする。 
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② 本部総括部総務・人事班長は、本部各部長に対し、本部の設置及び配備の規模を

    通知するものとする。 

  ③ 本部総括部長は、本部員（本部各部長を除く）に対し、対策本部の設置及び配備

の規模を通知するものとする。 

  ④ 通知を受けた各部長は、配備要員に対し通知の内容について通知するものとする。 

  ⑤ 通知を受けた配備要員は、ただちに所定の配備につくものとする。  

  ⑥ 各部においては、あらかじめ部内の動員（招集）系統を確立しておくものとする。  

 

４ 本部員会議 

  本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員で組織し、災害対策の基本的な事項につ

 いて協議するものとする。 

 (1) 本部員会議の協議事項 

  ① 本部の配備体制の切替え及び廃止について 

  ② 災害情報、被害状況の分析とそれに伴う対策活動の基本方針について 

  ③ 自衛隊、道、防災関係機関及び他市町村等に対する応援の要請について  

  ④ 避難所の開設について 

⑤ その他災害対策の重要な事項について 

 (2) 本部員会議の招集 

   本部員会議は、本部長が招集する。 

 (3) 本部員会議の運営 

  ① 本部長は、本部員会議の議長となる。 

  ② 本部員は、それぞれの所管事項について会議に必要な資料を提出しなければなら

    ない。 

  ③ 本部員は、必要に応じ、所要の職員を伴って会議に出席することができる。  

  ④ 本部員において会議を招集する必要があると認めるときは、総括部長にその旨を

    申し出なければならない。 

 (4) 決定事項の周知 

   本部員会議で決定した事項で、職員に周知する必要があると認めた事項については、 

  総括部長は、速やかに周知の手続きをとらなければならない。 

 

５ 市対策本部を設置しない場合の準用 

 (1) 市対策本部設置に至らない小規模災害が発生するおそれがある場合又は発生した

場合には、小樽市災害対策連絡室（第１非常配備の初期段階、以下市対策連絡室とい

う。）を設置し、対策本部の組織及び各部班の分担業務を準用して、その災害対策を

実施するものとする。 

 (2) 市対策連絡室に室長、副室長及び必要な職員を置き、室長には総務部長を、副室長

には総務部災害対策室長を、必要な職員には総務部災害対策室職員及び室長が指名す

る職員をもってこれに充てる。 

 

６ 情報連絡責任者 

 (1) 各部に情報連絡責任者を置く。 

 (2) 情報連絡責任者は、各部長がそれぞれ所属職員の中から指名する。  
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(3) 情報連絡責任者は、所属部の事務に係る災害に関する情報等を逐次とりまとめ、速

   やかに本部又は市対策連絡室に報告するとともに、所属部へ指令の伝達に当たる  

  ものとする。 

 

7 地区情報責任者（小樽市消防団） 

(1) 災害の早期発見と的確な状況把握及び周知伝達のため、市内を１８地区に分け各地

区の消防団分団長又は副分団長を地区情報責任者として定める。  

地区情報責任者は、地震・津波等による災害に備え、事前に消防団員の中から潮位  

監視者及び被害調査者を指名しておくものとする。 

地区情報責任者は、潮位監視者及び被害調査者からの情報をとりまとめ、災害対策

本部に報告するものとする。 

 

区      域 地区情報責任者 

  1 手宮方面 

  2 稲穂方面 

  3 富岡・最上・緑方面 

  4 花園方面 

  5 色内・山田方面 

  6 松ヶ枝・入船方面 

  7 天神・奥沢方面 

  8 幸・オタモイ・長橋方面 

 9 高島方面 

 10 祝津方面 

 11 赤岩方面 

 12 望洋台・桜・船浜方面 

 13 朝里・新光方面 

 14 張碓方面 

 15 銭函方面 

 16 若竹・潮見台方面 

 17 塩谷・桃内方面 

 18 忍路・蘭島方面 

第 １ 分団長 

第 ２ 分団長 

第 ３ 分団長 

第 ４ 分団長 

第 ５ 分団長 

第 ６ 分団長 

第 ７ 分団長 

第 ８ 分団長 

第 ９ 分団長 

第１０分団長 

第１１分団長 

第１２分団長 

第１３分団長 

第１４分団長 

第１５分団長 

第１６分団長 

第１７分団長 

第１８分団長 

 

 (2) 潮位監視者 

   潮位監視者は、あくまでも安全を確保しながら、目視等により潮位の監視を行い、

   情報責任者に報告する。 

 (3) 被害調査者 

   被害調査者は、自らの調査又は地区住民からの災害情報をまとめ、地区情報責任者

   に報告する。 
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別表１ 市対策本部組織図 
※＜  ＞は災害対策本部員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経理班（財政課長） 財政課、会計課、財政部主幹（行財政改革）

調査班（資産税課長） 市民税課、納税課、資産税課、財政部主幹（土木審査、建築審査）

住民総括班（生活安全課長） 生活安全課、男女共同参画課、生活環境部主幹（地域住民組織）

管理班（庶務課長） 庶務課、用地管理課

土木班（維持課長） 維持課、建設課、公園緑地課、建設部主幹（宅地）

港湾業務班（港湾業務課長）

管理班（港湾振興課長）

総務班（水・総務課長） 総務課、業務課

給水班（サービス課長） サービス課、水質管理課、水道事業課

水道班（水道事業課長） 水道事業課、浄水センター

下水道班（下水道事業課長） 下水道事業課、水処理センター

総務班（消・総務課長） 総務課

警防班（警防課長） 警防課・救急課

予防班（予防課長） 予防課

消防班（消防課長）※消防団長 消防署

文教対策部（教育部長）

〈教育長〉〈教育部長〉

 補佐：教育部次長

 補佐：学校教育支援室長

消防部（消防長）

〈消防長〉

 補佐：消防本部次長

 補佐：消防署長

避難所運営班

（福祉総務担当主幹）

（保険年金課長）

福祉総合相談室、生活支援第１課・第２課、保険年金課、

介護保険課、保険収納課、青少年課、戸籍住民課、

選挙管理委員会事務局、監査委員事務局

管理課、ごみ減量推進課、環境課、

清掃事業所、生活環境部主幹（施設管理）

環境対策部（生活環境部長）

〈生活環境部長〉

  補佐：生活環境部次長

産業対策部（産業港湾部長）

〈産業港湾部長〉

　補佐：産業港湾部次長

  補佐：観光振興室長

建設対策部（建設部長）

〈建設部長〉

 補佐：建設部次長

港湾対策部（港湾担当部長）

〈港湾担当部長〉

 補佐：港湾室長

上下水道対策部（水道局長）

〈水道局長〉

 補佐：水道局次長

 補佐：防災・企画調整担当主幹

商工班（商業労政課長）

港湾室

施設班（教育総務課長）

災害対策室、企画政策室、デジタル推進室、議会事務局

職員課、総務課、秘書課、総務部主幹（法制、国際交流）

広報広聴課

財政対策部（財政部長）

〈財政部長〉

 補佐：財政部次長

住民対策部（福祉保険部長）

　 　　　 （こども未来部長）

〈福祉保険部長〉

〈こども未来部長〉

  補佐：福祉保健部次長

  補佐：こども未来部次長

総括班（災害対策室主幹）

総務・人事班（職員課長）

広報班（広報広聴課長）

物資支援班

（こども福祉課長）

福祉総合相談室、こども福祉課、子育て支援課、

放課後児童課、こども家庭課、こども発達支援センター

管財班（契約管財課長） 契約管財課（運転手控室含）、財政部主幹（公共施設）

本部長

（市長）

副本部長

（副市長）

総括部（総務部長）

〈総務部長、次長、災害対策室長〉

〈議会事務局長〉

 補佐：企画政策室長

 補佐：デジタル推進室長

学校教育支援室、生涯学習課

廃棄物・環境対策班

（管理課長）

農林水産班（農林水産課長）
農林水産課、産業港湾部主幹（森林整備）、公設水産地方卸売市場、

農業委員会事務局

建築住宅班（建築住宅課長）
建築住宅課、

建設部主幹（住宅管理、住宅マスタープラン、空家対策）

建築調査班（建築指導課長）
建築指導課、都市計画課（都市計画Ｇ）、

建設部主幹（立地適正化、空家対策）、新幹線・まちづくり推進室

教育総務課、施設管理課、学校給食センター、生涯ｽﾎﾟｰﾂ課、

図書館、文学館、美術館、総合博物館

学校教育班

(学校教育支援室主幹)

観光班（観光振興室主幹） 観光振興室

工務班（港湾整備課長）

衛生対策部(保健所長)

〈保健所長〉

〈病院長〉

〈病院事務部長〉

　補佐：保健所次長

  補佐：病院事務部次長
医療班（保健総務課長）

保健総務課、健康増進課、小樽市立病院、

保健所主幹（試験検査、歯科医療、感染症）

商業労政課、産業振興課、

産業港湾部主幹（企業誘致、商業振興、旧青果市場）

防疫班（生活衛生課長） 生活衛生課、健康増進課
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別表２ 市対策本部の各対策部における主な業務分担 

 

 総 括 部 

    総括班 

    １ 市民等への災害関連情報提供・避難指示 

    ２ 非常配備指令の伝達 

    ３ 職員の災害動員、庁内非常態勢 

    ４ 災害対策本部関連業務 

    ５ 議会との連絡調整 

    ６ 自衛隊の災害派遣依頼・通報 

    ７ 災害対策本部情報連絡部関連業務 

    ８ 情報システムの状況確認・管理復旧等 

    ９ 災害対策諸資料の収集・作成 

    総務・人事班 

    １ 職員の安否確認・参集状況の総合把握 

    ２ 本庁舎の被災状況確認・応急処理 

    ３ 職員の健康管理・惨事ストレス対策 

    ４ 服務及び給与関連業務 

    ５ 本部職員の給食 

    広報班 

    １ 災害広報の総合調整 

    ２ 災害関連情報の市民への提供 

    ３ 報道機関に対する情報の提供 

    ４ 災害記録写真の撮影、分類、整理、保存 

    ５ 記者会見対応・各種メディアの総合調整 

 
 財政対策部 

  経理班 

    １ 災害関係予算関連業務 

    ２ 災害応急対策に要する資金計画 

    ３ 応急救助等に要する経費の出納 

    管財班 

      １ 災害時の配車計画の作成・実施 

        ２ 災害時の緊急輸送の実施 

３ 公共財産の応急利用の調整 

４ 災害見舞金品の収受及び保管 

５ 災害応急物資等の調達 
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調査班 

    １ 罹災証明書の交付に係る申請窓口対応 

    ２ 被害認定調査の実施 

 

 住民対策部  

  住民総括班 

    １ 住民に対する情報の伝達及び収集 

      ２ 避難所の開設・避難者の収容状況把握 

      ３ 各避難所への継続派遣 

    ４ 全市の避難所・避難者の継続的状況把握 

    ５ 災害ボランティアセンターへのリエゾン派遣 

  避難所運営班 

    １ 避難所避難者の収容状況把握 

    ２ 避難所外避難者の把握と支援 

    ３ 独居高齢者や障がい者等の安否確認 

    ４ 社会福祉協議会との連絡調整 

    ５ 避難所備蓄品の流用・運搬等 

    ６ 所管する避難所施設の管理運営 

    ７ 福祉施設の被害調査 

  物資支援班 

    １ 災害時の衣料、生活必需品等の給与 

    ２ 日本赤十字社小樽市地区との連絡 

    ３ 災害ボランティア受入れ等の総合調整 

 

 衛生対策部  

  防疫班 

１ 罹災家屋内外及びその周辺の消毒助言指導 

       ２ そ族昆虫等の緊急駆除の指導 

       ３ 検病調査及び臨時予防接種 

    ４ 食品の保管衛生指導 

    ５ 罹災者の栄養調査及び指導 

    ６ 防疫措置が必要な飲料水の衛生指導 

    ７ 風邪その他の感染症予防のための啓発活動 

    ８ 災害に関わる感染症患者の収容 
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医療班 

    １ 被災者の応急医療 

    ２ 被災者等の感染症対策関連業務 

    ３ 医師会、歯科医師会及び薬剤師会との緊急連絡 

    ４ 病院施設の被害調査 

    ５ 救急医療用具、医療品等の調達 

        ６ 避難所巡回健康相談、在宅療養指導 

    ７ 報道・対策会議対応 

 

  ※保健所以外に部署所属の市保健師は、災害時には衛生対策部での活動が基本  

 

 環境対策部  

  廃棄物・環境対策班 

    １ 委託業者の作業員・車両の掌握と確保 

    ２ ごみ処理施設等の被害状況の把握 

    ３ 民間処理業者の被害状況の情報収集 

    ４ 民間処理業者の受入体制の把握 

    ５ 廃棄物処理実施計画の立案及び運用 

    ６ ごみ処理施設等の復旧対策 

    ７ 災害廃棄物の収集作業の広報活動 

    ８ し尿の収集作業に関する広報活動 

 

 産業対策部  

  商工班 

    １ 商工鉱業関係者の被害調査 

     ２ 市内企業の復旧状況調査 

     ３ 食料の集約、不足食料の把握 

     ４ 食料の配分計画・配送手配 

   観光班 

     １ 観光客の避難誘導及び支援 

     ２ 小樽観光協会など関係団体との連絡調整 

    ３ 観光施設の被害状況調査及び応急対策 

  農林水産班 

    １ 漁業協同組合その他関係団体との連絡 

    ２ 海難の予防及び救助活動の協力 

    ３ 市内農業者への被害規模の調査 

    ４ 被災地の病害虫、家畜伝染病予防 
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 建設対策部  

  管理班 

    １ 災害・建設関連情報の収集及び報告 

    ２ 災害用車両の確保と配車要請 

    ３ 雪害対策の体制確認・総合調整 

      ４ 建設部災害対策業務の集約と連絡 

   土木班 

        １ 道路・河川・公園等の被害状況調査 

    ２ 道路・河川・公園等の障害物撤去 

    ３ 道路・河川・公園等の応急対策工事 

    ４ 水防活動 

        ５ 雪害（道路・河川・公園等）対策 

  建築住宅班 

    １ 公営住宅の被害情報収集・集約 

    ２ 市有建物の被害情報収集 

    ３ 仮設避難所の設営 

    ４ 応急仮設住宅の需要把握・用地確保 

   建築調査班 

     １ 被害認定調査の策定・運用支援 

     ２ 倒壊家屋等の除去（情報提供・通知等） 

     ３ 雪害（道路・河川・公園・屋根等）対策 

     ４ 建築物の二次災害防止のための緊急措置 

 

 港湾対策部 

  港湾業務班 

    １ 在港船舶の係留・被害・動静を確認 

    ２ 津波警報等の情報を確認 

    ３ 在港船舶に津波警報等の情報を伝達 

    ４ 在港船舶に小樽港の被害状況等を伝達 

    ５ 在港船舶に係船、離岸を指示 

  工務班 

    １ 港湾施設の被災状況確認 

    ２ 港湾施設の被害調査及び点検 

  管理班 

    １ 港湾区域等の被害調査・確認 

    ２ 海上保安部と被害状況等の情報共有 

    ３ 海上保安部と在港船舶等への対応協議 
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上下水道対策部  

  総務班 

    １ 道などに対する支援要請 

    ２ 水道施設及び下水道施設の被害状況の集約 

 給水班 

   １ 避難所及びり災地区への応急給水 

   ２ 仮設給水栓の設置 

    ３ 応急給水に係る水質調査 

  水道班 

    １ 水道施設の被害調査 

    ２ 水道施設の応急修理 

    ３ 水道施設の応急資材の調達 

  下水道班 

    １ 下水道施設の被害調査 

    ２ 下水道施設の応急修理 

    ３ 下水道施設の応急資材の調達 

 

 文教対策部  

    施設班 

        １ 文教施設の被害調査 

    ２ 学校職員等への避難所等の協力要請 

    ３ 学校教育施設災害復旧事業計画の整理 

    学校教育班 

      １ 学校職員等へ児童生徒の状況確認要請 

       ２ り災児童生徒の調査 

    ３ 文化財の保護・保全対策 

    ４ 社会教育施設災害復旧事業計画の整理 

 

 消防部  

    総務班 

      １ 災害対策本部への報告 

      ２ 防災関係機関との調整 

      ３ 部内各班との連絡調整 

    警防班 

      １ 気象・災害情報の収集・伝達活動報告 

    ２ 消防職（団）員の招集・連絡調整 

    ３ 消防部隊の出動指令管理 

    ４ 医療機関との連絡調整 
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     ５ 消防車両の保全 

      ６ 応援要請の連絡及び調整 

      ７ 消防通信の管理 

    ８ 現場救急隊への情報支援 

    ９ 防災資機材の状況確認・緊急配備 

   １０ 消防班活動物資の補給 

    予防班 

      １ 防火対象物、危険物施設等の緊急体制 

    消防班 

１ 人命救助救急活動及び消火活動 

２ 災害現場・周辺地域への情報伝達 

３ 災害時における広報活動 

    ４ 災害の防除 

    ５ 傷病者の搬送 

 

 消防団（消防部の指揮の下、地区情報責任者として活動）  

 

第３ 自主防災組織等の育成 

地震（津波）等による大規模災害からの被害の軽減を図るには、防災対策に関する正し

い知識と行動力が不可欠である。 

 さらに、阪神・淡路大震災の教訓などから、大規模地震の発生時には、市及び防災関係 

機関の通常の防災体制では的確に対応することが困難になると予想されるため、住民等に  

対しては、「自らの身の安全は自らが守る」、「自分たちのまちは、自分たちで守る」を

基本として、防災知識の普及、啓発を継続して実施し、自主防災組織等の育成強化を図る

ものとする。 

 

１ 住民等に対する防災知識の普及・啓発 

 (1) 普及・啓発内容 

  ① 小樽市地域防災計画の概要 

  ② 災害の予防措置 

   ア 防災（地震・風水害）の心得 

   イ 火災予防の心得 

   ウ 要援護者防災対策・自主防災組織等づくり 

   エ その他必要な事項 

  ③ 災害時の心得 

   ア 災害発生時の心得（室内・屋外） 

   イ 初期消火及び避難時の心得 

   ウ その他必要な事項 
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(2) 普及方法 

  ① 防災に係る講習会等の開催 

  ② 市広報紙・パンフレット、ラジオ、市ホームページ等、各種メディアの活用によ

る防災に係る知識の普及 

   

２ 自主防災組織等の育成・強化 

災害発生時には、防災関係機関等が現場に到達するまで時間がかかる、あるいは到達

 できない事態も想定されることから、被害の拡大を防ぐ上でも、地域住民等が、災害発

 生時の初期から活動することが重要である。 

  このため、市は、自助・共助の観点からも地域住民等で結成する自主防災組織や事業

 所等で組織されている防災組織の結成促進と育成に努めるものとする。  

 (1) 自主防災組織等の育成推進策 

  ① 既存の自主防災組織等の取組事例の紹介 

  ② 防災講習会等の開催 

 ③ 防災パンフレット等の配布・回覧 

  ④ 防災訓練の支援 

 

(2)  自主防災組織等の編成等 

自主防災組織等は、住民等が連帯感を持ちながら地域の防災活動を効果的に行うこ

とが可能で、地理的状況や生活環境から、住民等の日常生活上の範囲として一体性を

有する規模が最適であるため、地域の町会・自治会等を基礎に近隣事業者の協力を得  

ながら編成することが望ましい。 

 

３ 自主防災組織等の各活動部の編成及び活動内容 

  各ブロックの情報収集を目的とした情報部、初期消火活動を任務とする防火部のほか、 

別表のとおり各活動部を編成し、町会等の会員を各活動部に配置し、平常時及び災害発

 生時の任務区分等を明確にしておくものとする。 

 

４ 自主防災組織等の役割 

  自主防災組織等は、原則として町会等ごとに協力し合い、町会（町会等役員）から伝

 達される市及び防災関係機関の指示事項に従い、地域住民の安全確保のために活動する

 ものとし、平常時は、防災意識の啓発、防災訓練の計画・実施、防火・防災点検活動な

 ど地域の特性を踏まえた防災活動を行う。 

また、災害発生時においては、自助・共助の精神に基づき自主防災組織等が主体的に

 避難所を運営することが求められていることから、発災後の速やかな避難所運営体制の

 確立と円滑な運営のため、平常時から避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）北海道版（通称「Ｄ

 ｏはぐ」）等を活用するなどして、自主防災組織等及び各人の役割・手順などの認識の

 共有と意識の高揚に努める。 
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第４ 避難行動要支援者等の支援対策の推進（追記） 

災害時に自ら避難することが困難で、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援

を要する者（以下「避難行動要支援者」という。）に対して、避難の支援や安否の確認な

どの必要な措置（以下「避難支援等」という。）を実施するため、市は、平常時から、支

援等に携わる関係者（以下「避難支援等関係者」という。）の協力を得ながら本計画に基

づいた防災体制の整備を図るものとする。 

 また本市の状況に不慣れな観光客（外国人を含む）に対しては、市が観光事業者、交通機関

と連携を図りながら、平時から災害時に備えた対応に努めるものとする。 

 

１ 避難行動要支援者（市内に居住の要介護者、障がい者等）対策 

⑴ 避難行動要支援者名簿の作成・更新 

   市は、避難行動要支援者について避難支援等を実施するため、その基礎となる避難

行動要支援者名簿（以下「名簿」という。）を市が保有する情報を集約の上作成し、

定期的に更新するものとする。 

 

⑵ 名簿に記載する者の範囲 

名簿に記載する者の範囲は、次に掲げる者とする。ただし、社会福祉施設等に入所ま

たは入院している者は、当該名簿から除くものとする。 

① 要介護認定３～５の判定を受けている者 

② 身体障害者手帳１，２級（総合等級）の第１種を所持する者（心臓、じん臓、呼吸 

器、ぼうこう又は直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機能障害

のみで該当する者は除く） 

③ 療育手帳Ａを所持する者 

④ 上記以外の者であって、災害発生時等に避難支援等が必要と市長が認めた者 

 

⑶ 名簿の記載事項 

名簿の記載事項は次のとおりとする。 

① 氏名 

②  生年月日 

③  性別 

④  住所又は居所 

⑤  電話番号その他の連絡先 

⑥  避難支援等を必要とする事由 

⑦  前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市長が必要と認めた事項 

   

⑷ 避難支援等関係者の範囲 

避難支援等関係者の範囲は、消防機関、警察、民生児童委員、社会福祉協議会、自

主防災組織、その他市長が認めたものとする。  
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⑸ 名簿情報の提供 

市は、災害時に円滑かつ迅速な避難支援等を実施するため、避難支援等の実施に必要

な範囲で、名簿情報を避難支援等関係者に提供するものとする。 

ただし、名簿情報を提供することについて、避難行動要支援者からの同意が得られて

いない場合はこの限りではない。 

また、市は、名簿情報を提供する際には、情報漏えいの防止に必要な措置を講ずるよ

う求めるものとする。 

 

⑹ 避難支援等の実施に向けた取組 

市は、避難行動要支援者について、名簿情報に基づきその実態を把握し、災害時に

避難行動要支援者に対して円滑な避難支援等が行われるよう、次の方法により、避難

支援等関係者の協力を得ながら平常時からの取組を進めるものとする。  

① 避難訓練の際には、避難行動要支援者の参加を呼び掛ける。 

② 避難誘導訓練において、実際に障がい者救出などの訓練を実施し、その知識の普

及・啓発を図る。 

③ 町会等の地域住民組織による避難行動要支援者のための支援体制が整備されるよう

努める。 

 

⑺ 避難支援等の内容 

本計画における避難支援等とは、情報伝達、避難支援、安否確認とする。 

市は、避難支援等関係者と連携して支援にあたるものとし、その実施に当たっては、 

安全の確保に十分配慮するものとする。 

① 情報伝達 

高齢者等避難または避難指示が発令された場合、避難行動要支援者が迅速に行動で

きるよう配慮した情報伝達を行う。 

② 避難支援 

指定避難所等の安全な場所までの移動の支援を行う。 

③ 安否確認 

安否が不明な避難行動要支援者の状況を確認し、これに応じた対応を行う。 

 

⑻ 社会福祉施設等の対策 

市は、社会福祉施設等の管理者に対し、職員や入所者の防災教育等が行われるよ

う啓発に努めるものとする。 

 

⑼ 個別避難計画 

① 個別避難計画の作成 

災害発生時等において、避難行動要支援者の避難支援等を実効性のあるものとする

ためには、避難行動要支援者ごとに、避難支援を行う者、避難支援を行うに当たって 
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の留意点、避難経路等の具体的な個別避難計画をあらかじめ定めておく必要があるこ

とから、市では、避難支援等関係者と連携して、個別避難計画の作成に努めるものと

する。 

 

② 個別避難計画の作成対象者 

    個別避難計画作成の対象者は、避難行動要支援者名簿登載者のうち、避難支援等関

係者への情報提供に関する同意のあった者とする。 

 

③ 個別避難計画の作成方法 

市は、避難支援等関係者の協力を得ながら、個別避難計画の作成対象者を個別に訪問

するなどして、本人又は家族と具体的な避難支援等の方法について打合せをしながら、

計画を作成するものとする。 

 

④ 避難支援等実施者の選定 

    市及び避難支援等関係者は、避難行動要支援者に避難情報を伝えて避難を促すとと

もに、安否確認や避難所までの避難を援助する避難支援等実施者を、可能な限り要支

援者の隣近所から探し、協力を求めるものとする。 

    避難支援等実施者の不在や支援者自身の被災あるいは避難支援等実施者一人では援 

助できない場合を勘案し、可能な範囲で個別避難計画の作成対象者一人に対して、複

数の避難支援等実施者の選定に努めることとする。 

 

⑤ 個別避難計画票の記載事項 

個別避難計画票は別紙様式３のとおりとし、次の事項を記載するものとする。 

ア 避難行動要支援者の住所、氏名、性別、生年月日、電話番号等 

イ 支援が必要な理由 

ウ 緊急連絡先 

エ 家族の状況 

オ 避難支援に当たり必要な情報 

カ 避難支援等実施者の氏名、連絡先等 

キ 避難場所、避難所、避難経路 

 

⑥ 個別避難計画票の共有・管理 

    個別避難計画票の原本は、本市が保管し、避難行動要支援者又はその家族及び地域

支援者が避難支援等の実施に必要な限度でそれぞれ個別計画票の写しを保管するもの

とする。 

    また、個別避難計画票の内容については、避難行動要支援者が同意した者以外が平

常時に閲覧することのないよう情報管理に十分配慮するものとする。 
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⑦ 避難支援の実施 

    避難行動要支援者は、この計画を作成することによって、避難支援等関係者及び実施

者から、災害発生時において、避難行動の支援を受けられる可能性が高まるものと考え

られる。 

しかし、災害の規模によって様々な状況が想定されるため、避難行動要支援者は、関

係者等への情報提供により支援が必ず実施されるものではないことを、また避難支援等

関係者及び実施者は、災害時に支援ができなかった場合においても、法的な責任や義務

を負う必要はないことを十分に理解する必要がある。 

 

２ 観光客（外国人を含む）対策 

  観光客等への対応は、行政、観光関係者、交通機関等が十分な連携を図っておく必要があ

り、各々が最新情報を共有し、迅速に対応がとれるよう、平時から「顔の見える」緊密な関

係を築き、訓練や定期的な勉強会などを通して人的ネットワークを構築し、有事の際に備え

るものとする。 

 

第５ 災害通信手段の整備 

 災害時における災害情報及び被害報告等の通信連絡の方法は、次のとおりとする。  

１  通信手段  

災害時における通信手段は、基本的には東日本電信電話㈱の一般加入電話を主系

統とするが、災害の規模により通信輻輳やケーブル破損等による通信途絶の状況が  

想定されるので、災害発生時には、次の通信手段のうち最も迅速であるものを選定

して行うものとする。  

 (1) 電  話  

  ①  一般加入電話（通話が輻輳した場合、発信規制が行われることがある。）  

  ②  公衆電話  

  ③  携帯電話（総務部災害対策室職員、総務部次長、総務課長に配備しており、全て

災害時優先電話に指定されている。）  

④  内線電話（市本庁舎と市出先機関との内線電話）  

⑤  災害時優先電話（東日本電信電話（株）が災害時等に発信を優先的に取り扱

うことを電気通信事業法に基づき指定）  

 ア  市本庁舎（災害対策室、総務課、秘書課等）  

 イ  避難所に指定されている小中学校  

  ⑥  消防通報用電話（１１９番）：１１９番通報を受信するための着信専用電話  

  ⑦  消防電話（消防本部庁舎内に交換機を設置した消防専用の電話）  

    ［消防本部､消防署(銭函・手宮・オタモイ支署、花園・朝里出張所、蘭島支所）、消防団 ］ 

  ⑧  消防本部と防災関係機関との専用電話  

   ア  北海道警察本部  

   イ  小樽警察署  
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ウ  北海道電力ネットワーク（株）小樽支店  

   エ  東日本高速道路（株）北海道支社  

⑨  警察電話等（警察署、交番等に設備されている警察専用電話又は無線電話） 

  ⑩  鉄道電話（駅、保線所等に設備されている鉄道専用電話）  

 

(2) 専用通信施設等（無線・専用電話等）：詳細は別表のとおり  

  ①  小樽市が設備している専用無線施設  

   ア  消防無線（活動波３波）［260MHz帯］（署活動用５波）［460MHz帯］  

   イ  建設部（一般業務用無線）［385.55～385.5875MHz］  

   ウ  産業港湾部（国際海上移動業務用ＶＨＦ無線）［CH16,156.80MHz］  

   エ  水道局（一般行政無線）［61.10MHz］  

   オ   生活環境部（一般業務用無線）［385.55～385.5875MHz］  

カ  防災行政デジタル無線（移動系：ＭＣＡ無線）［930.025～939.975MHz］ 

キ  防災行政無線（屋外拡声子局：３８局）  

  ②  北海道総合行政情報ネットワーク（地上系回線＋衛星系回線の２ルート）  

  ③  各機関等に設備されている専用無線施設及び専用電話（利用可能なもの）  

   ア  小樽警察署  

   イ  北海道電力ネットワーク㈱小樽支店  

   ウ  日本赤十字社小樽市地区（無線赤十字奉仕団）（一般業務用無線 F3E）  

[415.05MHz] 

 (3) 上記による通信が不可能になった場合  

  ①  自動車、②徒歩  

 (4) 北海道総合通信局における支援措置  

北海道総合通信局は、非常災害時における通信の確保を図るため、防災関係機

関に次の支援措置を講ずるものとしている。  

①  移動通信機器（衛星携帯電話・簡易無線・ＭＣＡ無線）の貸出  

②  無線局の免許等の臨機の措置（無線局の免許等に必要な申請手続及び当該申

請に係る処分について、口答又は電話等迅速な方法で行い、所定の様式によ

る手続は、後刻可及的速やかに遡及処理する措置）  

③  支援の要請方法  

防災関係機関は、上記の措置を希望する場合は、次に掲げる事項を北海道総合

通信局に連絡する。  

 ア  移動通信機器の借受を希望する場合  

(ｱ) 借受申請者の氏名又は名称及び住所  

(ｲ) 借受希望機種及び台数  

(ｳ) 使用場所  

(ｴ) 引渡場所及び返納場所  
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(ｵ) 借受希望日及び期間  

④  臨機の措置による手続を希望する場合  

    (ｱ) 早急に免許又は許可等を必要とする理由  (ｲ) 申請の内容  

 ⑤  連絡先  

総務省北海道総合通信局防災対策推進室：011-747-6451 

別表 

小樽市及び防災関係機関等の専用通信施設（無線・専用電話） 

設置機関名 施設の種類 通信可能範囲 
災害時の使用申出先 

（対策本部が利用可能なもの）     

小樽市 

消防無線 

小樽市域 
（消防本部、消防署、各支署、各

出張所、支所、各消防車両、各救

急車両） 

 
                

建設部無線 
小樽市域 
(建設事業室、庶務課、各道路パト

ロールカー） 

産業港湾部無線 
小樽港内及び石狩湾全域 
（小樽ポートラジオ局） 

水道局無線 
小樽市域 
（水道局本庁舎及び水道事業課、

下水道事業課所管の該当車両） 

生活環境部無線 
小樽市域 
（清掃事業所、各パトロールカー

等） 

防災行政 
デジタル無線 

小樽市域 
（市役所庁舎、市指定避難所、一

部を除く市有施設） 

防災行政無線 
（屋外拡声子局） 

市内沿岸部（蘭島～手宮）                 

道 

北海道総合行政 
情報ネットワーク 
(地上系回線＋ 

衛星系回線) 

道及び各市町村 
（道、各振興局及びその出先機

関） 

注）衛星系を使用することにより

道外との交信も可能 

小樽市局は総務部災害対策室
（消防庁舎６階）に設置 
（庁内の内線から送受信できる） 

小樽警察署 
(1)警察電話 
 
(2)警察無線 

全国 
（警察本部、警察署、交番、駐在所） 

 
札幌方面 
（警察本部、警察署、交番、駐在所、

パトカー） 

小樽警察署 
 警備課警備係 
 ☎27-0110 内線 461 
注）大規模災害時に「小樽警察署

災害対策本部」が設置された場

合は、同本部に口頭申請 

北海道電力ネ
ットワーク㈱ 
小樽支店 

電力保安通信電話 
（社内電話） 

全道各地 

北海道電力ネットワーク㈱ 

小樽支店 

業務部お客さまサービスグループ 

 ☎23-1112 

日本赤十字社 
小樽市地区 

業務無線 
アマチュア無線 
（車載可能） 

小樽市全域 
 地区事務所 
（団員２４名で小樽全域をカバ

ー） 

無線赤十字奉仕団団長 
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 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における災害情報等の収集、伝達及

び被害状況等の報告についての計画は、次に定めるところによる。  

 

２  異常現象発見時における措置  

 (1) 発見者の通報義務  

災害の発生又は異常現象等を発見した者は、速やかに市役所（各出先を含む。）、

小樽警察署（各交番を含む。）、小樽海上保安部、又は消防本部（消防署、各支

署、各出張所、支所を含む。）に通報しなければならない。  

 (2) 警察署等の通報  

異常現象発見者からの通報を受けた小樽警察署又は小樽海上保安部等は、その

旨を速やかに市長（総務部災害対策室）に通報しなければならない。  

 (3) 市役所の当直員又は日直員の災害情報等の取扱い  

夜間・休日において、当直員又は日直員が災害情報を受理した場合は、ただち

に総務部災害対策室主幹（又は室長）に報告するものとする。  

災害対策室主幹（又は室長）は、直ちに総務部長及び関係部局の部課長等と連

絡をとり災害情報の確認をするものとする。  

(4) 市長は、異常現象発見の通報を受けたときは、別図１の「災害情報連絡系統図」

により必要に応じ、後志総合振興局長及び防災関係機関に通報するとともに、関

係住民に周知するものとする。  

 

３  災害情報等の収集  

(1) 災害が発生し、市対策本部（市対策連絡室を設置した場合も同様）を設置した

場合又は本部を設置するにいたらない小規模な災害が発生した場合においても、

災害が発生してから応急措置が完了するまで、所管部局長（本部設置後は各部長。

以下同じ。）は、災害現場等の状況を的確に把握し、第２編第５節第２の「災害

情報報告書様式」により、総務部（本部設置後は総括部総括班。以下同じ。）に

速報するものとする。  

(2) 所管部局長は、おおむね災害状況が確定したと認めたときは、第２編第５節の

様式３「被害状況報告」（以下様式３という。）（道報告様式）により総務部に

報告するものとする。  

なお、被害状況の判定基準は、第２編第５節の別表１「被害状況判定基準」のと

おりとする。  

 

４  災害情報及び被害状況報告  

市（総括部）は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、北海道地域防

災計画に定める「災害情報等報告取扱要領」により、災害情報及び被害状況報告を

後志総合振興局長に報告するものとする。  

なお、市長は後志総合振興局長に報告することができない場合は、直接、道（危  
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機対策課）、国（総務省消防庁）の順番で報告するものとする。  

 (1) 報告の対象  

   災害情報等の報告の対象は、おおむね次に掲げるものとする。  

  ①  人的被害、住家被害が発生したもの    

②  災害救助法の適用基準に該当する程度のもの  

  ③  災害に対し、国及び道の財政援助等を要すると思われるもの  

④  災害が当初軽微であっても、今後拡大し発展するおそれがある場合、又は広

域的な災害で小樽市が軽微であっても後志総合振興局地域全体から判断して報

告を要すると認められるもの  

⑤  災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて、報告の必要があると認

められるもの  

  ⑥  市対策本部を設置したとき及び解除したとき  

 (2) 報告の種類及び内容  

  ①  災害情報  

    災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、様式２により速やかに報

告する。  

    この場合、災害の経過に応じ把握した事項を逐次報告する。  

  ②  被害状況報告  

被害状況報告は、次の区分により行うものとする。ただし、指定行政機関及び

指定公共機関の維持管理する施設等（住家を除く）については除くものとする。  

   ア  通   報  

     被害発生後直ちに第２編第５節の様式３により件数のみ報告する。  

   イ  中間報告  

被害状況が判明次第、様式３により報告する。なお、報告内容に変更を生じ

たときは、その都度報告する。ただし、報告の時期等について後志総合振興局

長から特に指示があった場合はその指示によることとする。  

   ウ  最終報告  

     応急措置が完了した後、１５日以内に様式３の様式により報告する。  

  ③  その他の報告  

災害の報告は、ア及びイによるほか、法令等の定めに従い、それぞれ所要の報

告を行うものとする。  

 (3) 報告の方法  

①  災害情報及び被害状況報告（速報及び中間報告）は、電話（ＮＴＴ回線）又

は北海道防災情報システム （北海道総合行政情報ネットワーク）等により迅速に行うも

のとする。  

  ②  被害状況報告のうち最終報告は、文書により報告するものとする。  

 (4) 被害状況判定基準  

   被害状況の判定基準は、本第２編第５節の別表１「被害状況判定基準」のとお  
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りとする。  

(5) 後志総合振興局・道（危機対策課）、国（総務省消防庁）への連絡先・通報手段  

  ①  後志総合振興局（地域創生部危機対策室）  

    電  話（ＮＴＴ回線）：０１３６－２３－１３４５（ダイヤルイン）  

    ＦＡＸ（ＮＴＴ回線）：０１３６－２２－０９４８  

    北海道総合行政情報ネットワーク：８５－６－３５０－２１９１  

（市役所内の内線から送受信可能である。災害対策室の卓上中継台から発信する

場合は、上記番号の頭から２番目までの数字８５をプッシュする必要がない。） 

   ②  道（危機対策課）  

   ア  昼   間  

     電  話（ＮＴＴ回線）：（代表）０１１－２３１－４１１１  

内線２２－５６８  

                         （直通）０１１－２０４－５００８  

     ＦＡＸ（ＮＴＴ回線）：０１１－２３１－４３１４  

     北海道総合行政ネットワーク：８５－６－２１０－２２－５６８  

（市役所内の内線から送受信可能である。災害対策室の卓上中継台から発信す

る場合は、上記番号の頭から２番目までの数字８５をプッシュする必要がない。） 

   イ  夜間・土、日、祝日の昼間（危機対策課に隣接する宿日直室）  

     電  話（ＮＴＴ回線）：（代表）０１１－２３１－４１１１  

内線２２－５８６  

                （直通）０１１－２３１－３３９８  

     ＦＡＸ（ＮＴＴ回線）：（直通）０１１－２３１－３４０２  

     北海道総合行政情報ネットワーク：８５－６－２１０－２２－５８６  

   ③ 国（総務省消防庁応急対策室） 

      電 話（ＮＴＴ回線）：（平日 9:30～17:45）  ０３－５２５３－７５２７ 

（上 記 以 外）  ０３－５２５３－７７７７ 

ＦＡＸ（ＮＴＴ回線）：（平日 9:30～17:45） ０３－５２５３－７５３７ 

（上 記 以 外）  ０３－５２５３－７５５３ 

 

地域衛星通信ネットワーク：（平日 9:30～17:45）６－０４８－５００－９０４３４２１ 

(上 記 以 外） ６－０４８－５００－９０４９１０１ 

（ＦＡＸ）：（平日 9:30～17:45） ６－０４８－５００－９０４９０３３ 

(上 記 以 外） ６－０４８－５００－９０４９０３６ 
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別図１ 災害情報連絡系統図 

    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

第６ 避難警戒体制の強化（新） 

災害時の住民等の円滑な避難を確保するため、本市における各警戒区域等（土砂災害

警戒区域等、津波災害警戒区域、洪水浸水想定区域）や緊急避難場所・指定避難所を記

載したハザードマップ等を作成し、あらゆる広報を通じて住民に継続的に周知すること

で、避難警戒体制の強化を図る必要がある。 

また災害時の市民等の避難に当たっては、災害の種別や規模ごとに開設する避難所  

 やその運営に当たる市職員をあらかじめ設定しておくことで、円滑な避難所運営が図られる

よう事前の準備に努めるものとする。 

 

第一管区海上保安本部   

１１８番 

小樽海上保安部 

☎ 27-6166（警備救難課） 

 

小樽警察署  １１０番 

・交番 

・駐在所 

消防本部   １１９番 

（消防指令センター） 

・消防署  ☎22-9171 

・各支署（市内３所） 

・各出張所（市内２所） 

・支所 （市内１所） 

消防団員 

総務部長 

関係課職員 

消防団 

・団長 

・各副団長 

・各分団長 

（地区情報責任者） 

FM おたる 

関係部課長 

パトカーで広報 

市 
 
 
 
 
 
 
 
 

民 
 
 
 
 
 
 
 
 

等 

異 
 
 

常 
 
 

現 
 
 

象 
 
 

発 
 
 

見 
 
 

者 

広報可能車で広報 

道 庁 

防災会議構成機関及び

防災関係機関・団体等 

市 長 

副市長 時事放声社で広報 

FM放送（76.3MHz）で放送 

消 防 車 で 広 報 

テレビ・ラジオ 

小樽市役所 

総務部災害対策室 

☎ 32-4111（内489,442,441） 

☎ 25-9955（直通） 

 

夜間休日   当直員 ●  

☎32-4111(代表) 

総務部災害対策室長 

総務部災害対策室主幹 

携帯電話  

  

防災行政無線 

登録制メール 

後 志 総 合 

振 興 局 

テレビ、ラジオ、新聞等

報道機関 
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１ 土砂災害警戒区域等 

  ○市内：518箇所（急傾斜：431箇所、土石流：74箇所、地すべり：13箇所） 

２ 津波災害警戒区域 

  ○市内：蘭島～銭函まで 約520ha 

３ 洪水浸水想定区域 

  ○市内２級河川（北海道管理）： 

   星置川、新川、キライチ川、朝里川、勝納川、塩谷川、餅屋沢川の浸水区域 

４ 指定緊急避難場所 

  ○小中学校のグランドなど  63箇所 

５ 指定避難場所 

  ○小中学校の校舎など    61箇所 

 

第７ 感染症対策の推進（新） 

近年の感染症まん延の事象を踏まえ、平時から市民等に対して基本的な感染症対策の

周知に努めるほか、災害時の対応に当たる市職員等に対する同対策の徹底、避難所での

避難者に対し同対策の注意喚起を行うなど防災対策の推進を図る必要がある。  

 

１ 職員等における感染予防方針 

  ウイルス等に感染した予兆がある場合は、職員の感染を事前に予防するため、その対

策の基本的な知識を各職員及びその家族に周知するとともに、感染が拡大しないよう下

記の対策を徹底する。 

 

２ 感染予防対策例 

 ①手指消毒、手洗いの徹底  

②人混みでのマスクの着用、咳エチケットの徹底  

③定期的な換気の徹底 

④毎朝の検温の実施、発熱・体調不良時の出勤自粛  

  

３ 職員等が発症（疑いを含む）した場合の措置 

職員等が発症した場合（疑いを含む）は、それぞれの機関の通知等で対応するが、災害時

において新型インフルエンザ等感染症等の発生等公表期間時は、災害対応と健康危機対処の

両方の観点から市対策本部（市対策連絡室）の方針に従い対応をする。 

 

第８ 防災教育・防災訓練計画 

 市及び防災関係機関は、災害応急対策を迅速かつ円滑に実施するため、本計画の定める

ところにより協力して防災訓練を実施することで、防災知識の普及と防災意識の高揚に努

めるものとする。また、市職員を中心とした防災教育を推進することで、災害対応力の向

上を図るものとする。 
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１ 防災訓練実施機関 

  防災訓練は、市及び防災会議構成機関が自主的に訓練計画を作成し、それぞれ、又は

協力して実施するものとする。 

 

２ 防災訓練等の種目 

  防災訓練等は、次に掲げる種目とする。 

 (1) 市対策本部訓練 

    ア 災害情報及び被害情報報告（以下「災害情報等」という。）収集訓練  

  イ 本部訓練 

 (2) 実動訓練 

    ア 機能別訓練 

避難所開設・運営訓練、住民等避難訓練など 

  イ 災害等態様別訓練 

水防訓練、消防訓練など 

 (3) 総合（防災）訓練 

    本部等訓練と実動訓練を連携させ、災害等発生時における住民等と市職員及び関係機

関等の連携、並びに本部等における状況把握等を訓練することにより、市全体としての

災害対応力の向上を図る。 

(4) その他の災害等に関する訓練 

 

３ 北海道防災会議が行う訓練 

  北海道防災会議が立案した計画に基づき参加するものとする。 

 

４ 市防災会議が行う訓練 

  市及び防災会議構成機関は、防災関係機関及び市民などの協力を得ながら、風水害や

震災など各種災害の具体的な被害想定に基づく総合（防災）訓練を、年１回以上実施す  

るものとする。 

 

５ 防災会議構成機関等が行う防災教育・訓練への参加、又は協力 

 市及び防災会議構成機関は、防災会議構成機関の長、公共的団体の長及び防災上重要  

な施設の管理者等が実施する防災教育・訓練に参加、又は必要な協力を実施するものと  

する。 

 

６ 市職員等に対する防災教育 

市は、職員に対し、平素から地域防災計画記載の各々の役割を理解してもらうととも

に、防災訓練等を通じ、状況に応じた判断力・実行力を養うことで災害対応能力の向上

を図る。 
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(1) 教育の実施主体 

ア 防災対策全般に係るものは、総務部災害対策室が中心となって実施する。 

  イ 災害対策本部の各部所管部分は、それぞれの所管部が実施することを基本とする。

 (2) 教育内容 

ア 災害の概要に関すること 

  イ 本計画の全般及び各部の業務に関すること 

  ウ 各職員が果たすべき役割に関すること 

 (3) 実施時期 

職員教育や各種研修等の場を活用し、効率的・効果的な教育を毎年、継続して実施す

る。 

 

第９ 市地域防災計画・市業務継続計画の継続的な見直し（新） 

市地域防災計画は、本市防災会議として基本的に毎年改善を図るものとするが、防災・減災

に関する最新の知見は、気象状況や災害リスクの変動により国や北海道においても常に見直し

が行なわれているため、状況の変化に応じて柔軟に見直しを進める必要がある。 

また市業務継続計画は、本計画を基本として、市自らが被災した場合を前提とし、災害対応

業務及び優先通常業務を特定し、限られた資源を活用して、災害時に迅速かつ的確に業務を遂

行するための方策等をまとめたものである。 

しかし最新の方策等を考えるに当たっては、実務的に実災害での教訓・検証や防災訓練等で

抽出された問題点等を踏まえて、継続的に見直しを行っていく必要がある。 

更に非常用電源の充実、システムの堅牢化、人員配置や運用の更新など、対策の実施状況に

よって前提条件が変化していくので、これを踏まえた改善も必要となるものである。 

そのため、これら計画は、基本的に毎年度、見直しを行うとともに、関係機関や市民等とも

適宜、意見交換を行い、更に検証を進めていくことで、より実効性の高いものとする。 

更に業務継続マネジメント体制により、防災対策の立案（計画(Plan)）、対策の実施（実行

(Do)）、対策効果の評価（評価(Check)）、計画の見直し・改善（改善(Act)）から構成されるPDCA

サイクルを構築し、それを着実に推進していくこととする。 

また、そのサイクルの中では、計画を実際に実行する職員が自ら取り組むべき行動を理解し

た上で、平時から業務継続に対する意識の向上に努めることが重要であるため、このPDCAサ

イクルに基づき、本計画は、基本的に毎年度、見直し・改善を行うものとする。 

また、市地域防災計画を始めとする関連計画などとの整合性の観点から必ず内容の整合を確

認し、双方において必要な修正を行うものとする。 
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図8-2-1 PDCAサイクルに基づく運用 

 

 

〇本計画等の見直しに伴う会議の基本的な進め方 

 

１ 災害対策関連マネジメント庁内連絡調整会議（市課長級）  

   日程）１１月頃  議題例）防災会議の議題、業務継続計画に関連する事項 

 

 

２ 小樽市防災会議事務担当者会議（市及び防災関係機関）    

   日程）１１月頃  議題例）市地域防災計画案、市総合防災訓練案 

 

 

３ 災害対策関連マネジメント庁内連絡調整会議（市部長級）  

   日程） １月頃  議題例）防災会議の議題、業務継続計画に関連する事項 

 

 

４ 小樽市防災会議（市及び防災関係機関）                  

   日程） ２月頃  議題例）市地域防災計画案、市総合防災訓練案 

 

第１０ その他計画との整合や社会の変化に伴う対応（新） 

 本計画は、本編第１節第２ 計画の位置付けの記載のほか、市総合計画や市各部局で策定し

ている各種の計画においても災害対策に関する記載があることから、これらの計画との整合に

適宜注意をするよう努める必要がある。 

 また近年のDX（デジタル・トランスフォーメーション）の推進や脱炭素社会の実現などの社

会の変化に伴う対応を踏まえ、効率的・効果的な災害対策を行うため、AＩ技術やクラウドシ

ステム、ＳＮＳなどを活用した災害対応業務の推進に努めるものとする。 

本計画・関連計画 

防災対策の立案 

訓練・維持改善計画 

対策の実施 

防災訓練 

（本計画の検証訓練） 

対策効果の評価 

訓練の反省 

課題の抽出 

課題に対する対策検討 

計画の見直し・改善 

Plan（計画） 

Do（実行） 

Check（評価） 

Act（改善） 

災害対応力の 
向上 
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第７節 共通的な補足資料（再編）  

 

第１ 小樽市防災会議条例関連 

 

１ 小樽市防災会議条例 

                        制定 昭和37年12月25日条例第32号 

                        改正 平成24年７月３日条例第30号 

  （目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「法」という。）第

１６条第６項の規定に基づき、小樽市防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及

び組織を定めることを目的とする。 

  （所掌事務） 

第２条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

 (1) 市の地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

 (2) 市の地域に係る災害が発生した場合において当該災害に関する情報を収集すること。 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

  （会長及び委員） 

第３条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 

 ２ 会長は、市長をもって充てる。 

 ３ 会長は、会務を総理する。 

 ４ 会長に事故があるとき又は会長がかけたとき、あらかじめその指名する委員がその職

務を代理する。 

 ５ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

 (1) 指定地方行政機関（法第２条第４号に規定する指定地方行政機関をいう。）の職員 

 (2) 北海道知事の補助機関である職員 

 (3) 小樽警察署長 

 (4) 指定公共機関（法第２条第５号に規定する指定公共機関をいう。以下同じ。）又は指定

地方公共機関（法第２条第６号に規定する指定地方公共機関をいう。）の職員 

 (5) 市長の補助機関である職員（第７号及び第８号に掲げる者を除く。） 

 (6) 市の教育長 

 (7) 市の消防長 

 (8) 市の消防団長 

  (9) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

６ 委員の定数は、３０人以内とする。 

  （専門委員） 

第４条 第２条の事務について、専門の事項を調査させるため、防災会議に専門委員を置く

ことができる。 

 ２ 専門委員は、国の地方行政機関の職員、北海道の職員、市の職員、指定公共機関の職員

及び学識経験のある者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。 

 ３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

  （議事等） 

第５条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な

事項は、会長が防災会議に諮って定める。 
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付 則 

  この条例は、公布の日から施行する。 

    付 則（昭47. ３. 31条例４） 

  この条例は、昭和４７年４月１日から施行する。 

        附 則（平12. ３. 27条例65） 

    この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

    附 則（平24. ７. ３条例30） 

    この条例は、平成２４年７月３日から施行する。 

 

２ 小樽市防災会議運営等規程 

                   制  定 昭和38年６月24日防災規程第１号 

                                    最近改正  平成29年12月26日防災規程第１号 

 

  （目的） 

第１条 この規程は、小樽市防災会議条例（昭和３７年条例第３２号。以下「条例」とい

う。）第５条の規定に基づき、小樽市防災会議（以下「防災会議」という。）の議事そ 

の他防災会議の運営等について必要な事項を定めることを目的とする。  

  （会長の職務代理者） 

第２条 条例第３条第４項に規定する会長の職務を代理する委員は、副市長の職にある委

員とする。 

  （会議の招集） 

第３条 防災会議は、会長が招集する。 

 ２ 委員は、必要があると認めるときは、会長に対して、防災会議の招集を求めること

ができる。 

  （代理出席等） 

第４条 委員は、事故その他のやむを得ない事情により防災会議に出席できないときは、 

代理者を出席させることができる。この場合において、当該代理者は、委員とみなす。  

２ 委員は、防災会議に出席できないときは、防災会議の開会時刻前に、会長にその旨

を届け出なければならない。 

  （会議） 

第５条 防災会議は、過半数以上の委員が出席しなければ開会することができない。  

  （庶務） 

第６条 防災会議の庶務は、小樽市総務部災害対策室において行う。  

  

 （公表等の方法） 

第７条 地域防災計画を作成し、又は修正した場合の公表、その他防災会議が行う公表は、

小樽市公告式条例（昭和２５年条例第４１号）の規定を準用する。  

    附 則 

  この規程は、昭和３８年６月２４日から施行する。 

    附 則（平成19. 8.10防災規程１） 

    この規程は、平成１９年８月１０日から施行する。 

    附 則（平成29.12.26防災規程１） 

 この規程は、平成２９年１２月２６日から施行する。 
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３ 小樽市防災会議情報連絡部設置要綱 

制  定 昭和47年9 月1 日 

                           最近改正  平成29年12月26日 

 

  （目的） 

第１条 災害時の応急対策を関係機関相互間の緊密な連絡の下に、的確かつ迅速に行なう  

  ため、小樽市防災会議（以下「防災会議」という。）に防災会議情報連絡部（以下「連 

  絡部」という。）を置く。 

  （業務） 

第２条 連絡部は、次の各号に掲げる業務を行なう。 

  (1)  災害についての情報の収集 

  (2)  関係機関相互間の情報の交換及び連絡 

  （組織） 

第３条 連絡部の部長は、防災会議の庶務を担当する小樽市総務部災害対策室主幹をも  

  ってあてる。                                

  ２ 連絡部の部員は、防災会議を構成する機関の職員の中から当該機関の長が指名す

 る職員をもってあてる。 

  （連絡部の招集） 

第４条 連絡部は、防災会議会長が必要と認めた場合期間を定めて招集するものとする。 

 ２ 部員は、前項の期間中、小樽市役所内連絡部に勤務するものとする。  

  （防災会議会長への委任） 

 第５条 この要綱に定めるもののほか、連絡部の活動について必要な事項は、防災会議

 会長が定める。 

    附 則 

  この要綱は、昭和47年 9月１日から施行する。 

    附 則 

この要綱は、平成29年12月26日から施行する。 
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第２ 小樽市防災会議委員名簿 （令和５年８月１日現在） 

 役  名 機 関 職 名  所  在 

会    長 小 樽 市 長 花園2-12-1 

会長代理委員 小 樽 市 副 市 長 花園2-12-1 

委    員 北 海 道 開 発 局 小 樽 開 発 建 設 部 長 潮見台1-15-5 

〃 北 海 道 運 輸 局 札 幌 運 輸 支 局 長 札幌市東区北28条東1丁目 

〃 小 樽 海 上 保 安 部 長 港町5-2 

〃 北 海 道 財 務 局 小 樽 出 張 所 長 港町5-2 

〃 北海道農政事務所札幌地域拠点総括農政推進官 札幌市中央区南22条西6丁目2-22 

〃 小 樽 労 働 基 準 監 督 署 長 港町5-2 

〃 後志総合振興局副局長（建設管理部担当） 奥沢1-21-1 

〃 札 幌 方 面 小 樽 警 察 署 長 富岡1-7-1 

〃 日 本 郵 便 ㈱ 小 樽 郵 便 局 長 色内1-8-1 

〃 北 海 道 旅 客 鉄 道 ㈱ 小 樽 駅 長 稲穂2-22-15 

〃 東日本電信電話㈱北海道事業部設備部長 札幌市中央区北1条西4丁目 

〃 日本赤十字社小樽市地区小樽市赤十字奉仕団委員長  緑1-1-1 

〃 Ｎ Ｈ Ｋ 札 幌 放 送 局 報 道 専 任 部 長 札幌市中央区北１条西９丁目１－５ 

〃 北海道電力ネットワーク㈱小樽支店長 富岡1-9-1 

〃 北 海 道 ガ ス ㈱ 小 樽 支 店 長 入船4-33-1 

〃 ( 一 社 ) 小 樽 市 医 師 会 会 長 富岡1-5-15 

〃 小 樽 市 総 務 部 長 花園2-12-1 

〃 小 樽 市 保 健 所 長 富岡1-5-12 

〃 小 樽 市 生 活 環 境 部 青 少 年 課 長 緑1-9-4 

〃 小 樽 市 教 育 長 緑3-4-1 

〃 小 樽 市 消 防 長 花園2-12-1 

〃 小 樽 市 消 防 団 長 花園2-12-1 

〃 ㈱エフエム小樽放送局エグゼクティブプロデューサー  入船4-9-1 

〃 （公社）北海道看護協会小樽支部支部長 若松 1-1-1 

〃 小樽市女性防火クラブ連絡協議会会長 花園 2-12-1 

〃 小 樽 市 総 連 合 町 会 会 長 富岡 1-5-10 

〃 小 樽 市 社 会 福 祉 協 議 会 会 長 富岡 1-5-10 

〃 陸 上 自 衛 隊 第 １ １ 特 科 隊 長 札幌市南区真駒内 17 
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第３ 小樽市災害本部条例 

 

制  定  昭和37年12月25日条例第30号 

最近改正    平成８年３月25日条例第７号 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２３条第７項の規定に

基づき、 小樽市災害対策本部（以下「本部」という。）について必要な事項を定めること

を目的とする。 

 （組織） 

第２条 災害対策本部長（以下「本部長」という。）は、本部の事務を総括し、所属の職員を

指揮監督する。 

２ 災害対策副本部長は、本部長を助け本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

３ 災害対策本部員（以下「本部員」という。）は、本部長の命を受け、災害対策本部の事務

に従事する。 

 （部） 

第３条 本部長は必要と認めるときは、本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

 （雑則） 

第４条 前各条に定めるもののほか、本部について必要な事項は、市長が定める。 

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

      附 則（平８． ３． 25条例７） 

  この条例は、公布の日から施行する。 
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第４ 気象予報及び警報などの発表基準（修正） 

１ 気象等注意報・警報の種類及び発表基準（札幌管区気象台発表） 

 (1) 気象等注意報（小樽市）              （令和５年６月８日現在） 

注意報名 指 標 発表基準 （基準値はいずれも予想値） 

強 風 平均風速   陸上１３ｍ／ｓ以上  海上１５ｍ／ｓ以上 

風 雪 平均風速 
 陸上１１ｍ／ｓ以上  海上１５ｍ／ｓ以上 

 雪による視程障害を伴う 

波 浪 有義波高 
 ３ｍ以上 (有義波高:ある地点を連続して通過する波のうち 

  高い方から順に1/3の個数までの波について平均した波高) 

高  潮 潮位  ０．７ｍ以上 

大 雨 
表面雨量指数※１  ７以上 

土壌雨量指数※２  9１以上 

洪 水 

流域雨量指数※３ 
 銭函川＝6.4、朝里川＝9.7、勝納川＝8.0、於古発川＝5.8 

桃内川＝5.9、蘭島川＝4.7、塩谷川＝6.5、星置川＝6.9 

複合基準 
 勝納川＝（5、6.4）、於古発川＝（5、5） 

（複合基準：（表面雨量指数、流域雨量指数）の組み合わせ） 

指定河川洪水 

予報による基準 
 札幌市新川水系 新川［天狗橋］ 

大 雪 降雪の深さ  ３０㎝以上（１２時間降雪の深さ） 

雷   落雷等により被害が予想される場合 

乾 燥   最小湿度３０％以下  実効湿度６０％以下 

濃 霧 視程  陸上２００ｍ以下   海上５００ｍ以下 

霜 最低気温  最低気温３℃以下 

なだれ  
 ①２４時間降雪の深さ３０㎝以上 

 ②積雪の深さ５０㎝以上で、日平均気温５℃以上 

低 温 
平均気温  平年より５℃以上低い日が２日以上継続（５月～１０月） 

最低気温  平年より８℃以上低い（１１月～４月） 

着 氷 （船体着氷）   水温４℃以下・気温－５℃以下で風速８ｍ／ｓ以上 

着 雪   気温０℃くらいで強度並以上の雪が数時間以上継続 

融 雪   ７０ｍｍ以上：２４時間雨量と融雪量（相当水量）の合計 

 

記録的短時間大雨情報（１時間雨量） ８０ｍｍ以上 

※１ 降った雨が地表面にどれだけ溜まっているかを数値化したもの 

※２ 降った雨が土壌中に水分量としてどれだけ溜まっているかを数値化したもの 

※３ 降った雨が地表面や地中を通って河川に流れ出し、さらに河川に沿って流れ下る量を数

値化したもの 
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(2) 気象等警報（小樽市）               （令和５年６月８日現在） 

警 報 名 指 標 発表基準 （基準値はいずれも予想値） 

暴 風 平均風速 
陸上１８ｍ／ｓ以上 

海上２５ｍ／ｓ以上 

暴風雪 平均風速 

陸上１６ｍ／ｓ以上 

海上２５ｍ／ｓ以上 

雪による視程障害を伴う 

波 浪 有義波高 ６ｍ以上 

高 潮 潮位 １．４ｍ以上 

大 雨 
浸水害 表面雨量指数 １１以上 

土砂災害 土壌雨量指数 １３４以上 

洪 水 

流域雨量指数 

銭函川＝8、朝里川＝12.2、勝納川＝10.1 

 於古発川＝7.3、桃内川＝7.4、蘭島川＝5.9 

 塩谷川＝8.2、星置川＝8.7 

複合基準 勝納川＝（5、9.2） 

指定河川洪水 

予報による基準 
 札幌市新川水系 新川［天狗橋］ 

大 雪 降雪の深さ ５０㎝以上(現地の１２時間降雪の深さ） 

（注）注意報及び警報の発表基準の数値は、北海道における過去の災害発生頻度と気象条件

との関係を調査して決めたものであり、気象要素によって災害発生を予想する際の目安

である。 

 

 (3) 特別警報 

警報の発表基準をはるかに超える異常な現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく

高まっている場合に発表される。（暴風特別警報・暴風雪特別警報・波浪特別警報・高潮

特別警報・大雨特別警報・大雪特別警報） 

現象の種類 基準 

大雨 台風や集中豪雨により数十年に一度の降水量となることが予想される場合 

暴風 
数十年に一度の強度の台風や同程度

の温帯低気圧により 

暴風が吹くと予想される場合 

高潮 高潮になると予想される場合 

波浪 高波になると予想される場合 

暴風雪 
数十年の一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹

くと予想される場合 

大雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 
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２ 洪水予報河川及び水位周知河川に係る水位情報及び水防警報発表基準（北海道建設管理部） 

 

水系 河川 基準水位観測所 区      間 

新川 新川 
天狗橋 

（札幌市西区発寒１８条１丁目地先） 

自 札幌市西区発寒１８条１丁目地先 

至 海 

星置川 星置川 
星置川 

（札幌市手稲区星置１条9丁目地先） 

自 小樽市銭函3丁目240番3地先の星

置橋下流端 

至 小樽市銭函3丁目511番1の宮下橋

上流端 

 

３ 地震動警報等 

⑴ 地震動警報等の種類及び内容 

 

警報・予報の種類 発 表 名 称 内  容  等 

地震動特別警報 

緊急地震速報（警報）

又は緊急地震速報 

 最大震度６弱以上又は長周期地震動階級４の

揺れが推定されたときに、強い揺れが予想され

る地域に対し、地震動により重大な災害が起こ

るおそれのある旨を警告して発表するもの 

地震動警報 

最大震度５弱以上又は長周期地震動階級３以

上の揺れが推定されたときに、強い揺れが予想

される地域に対し、地震動により重大な災害が

起こるおそれのある旨を警告して発表するもの 

地震動予報 緊急地震速報（予報） 

 最大震度３以上又はマグニチュード３．５以

上若しくは長周期地震動１以上等と推定された

ときに発表するもの 

 

 

 

河川名 

水  位 

水防団待機 

水位 
― 

氾濫注意 

水位 

避難判断 

水位 

氾濫危険 

水位 

計画高 

水位 

― 
水防警報 

（待機） 

水防警報 

（準備） 

水防警報 

（出動） 

水防警報 

（指示） 
― 

新川 ３．６２ｍ ４．４６ｍ ５．２９ｍ ６．２７ｍ ７．３２ｍ ７．３２ｍ 

星置川 ５．８８ｍ ６．０９ｍ ６．２９ｍ ６．４６ｍ ６．７５ｍ ７．１７ｍ 
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⑵ 地震に関する情報の種類及び内容 

地震情報の種類 発表基準 内    容 

震度速報 ・震度３以上 

地震発生約１分半後に、震度３以上を

観測した地域名（全国を188地域に区

分）と地震の揺れの発現時刻を速報 

震源に関する 

情報 

・震度３以上 

(大津波警報、津波警報または注意

報を発表した場合は発表しない) 

地震の発生場所（震源）やその規模（マ

グニチュード）を発表 

「津波の心配ない」または「若干の海

面変動があるかもしれないが被害の心

配はない」旨を付加  

震源・震度情報 

以下のいずれかを満たした場合 

・震度１以上 

・津波警報・注意報発表または若干

の海面変動が予想された時 

・緊急地震速報（警報）発表時 

地震の発生場所（震源）やその規模（マ

グニチュード）、震度１以上を観測し

た地点と観測した震度を発表。それに

加えて、震度３以上を観測した地域名

と市町村毎の観測した震度を発表 

震度５弱以上と考えられる地域で、震

度を入手していない地点がある場合

は、その市町村・地点名を発表 

遠地地震に 

関する情報 

国外で発生した地震について以下

のいずれかを満たした場合等※ 

・マグニチュード７．０以上  

・都市部など著しい被害が発生す

る可能性がある地域で規模の大

きな地震を観測した場合 

※国外で発生した大規模噴火を覚

知した場合にも発表することが

ある。 

地震の発生時刻、発生場所（震源）やそ

の規模（マグニチュード）を概ね３０

分以内に発表※ 

日本や国外への津波の影響に関しても

記述して発表 

※国外で発生した大規模噴火を覚知し

た場合は１時間半～２時間程度で発

表 

その他の情報 

・顕著な地震の震源要素を更新し

た場合や地震が多発した場合な

ど 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせ

や地震が多発した場合の震度１以上を

観測した地震回数情報等を発表 

推計震度分布図 ・震度５弱以上 

観測した各地の震度データをもとに、

２５０m四方ごとに推計した震度（震

度４以上）を図情報として発表 

長周期地震動に

関する観測情報 

・震度１以上を観測した地震のう

ち長周期地震動階級１以上を観

測した場合 

地域毎の震度の最大値・長周期地震動

階級の最大値のほか、個別の観測点毎

に、長周期地震動階級や長周期地震動

の周期別階級等を発表（地震発生から

10分後程度で1回発表） 
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４ 津波警報等 

⑴ 津波警報等の種類・発表基準・発表される津波の高さ 

  ア 大津波警報・津波警報・注意報 

種 類 発表基準 

発表される津波の高さ 
想定される被害と 

取るべき行動 
数値での発表 巨 大 地 震 の

場合の発表 （津波の高さ予想の区分） 

大津波警報 

（特別警報） 

予想される津波の高

さが高いところで３

ｍを超える場合 

１０ｍ超 

巨大 

木造家屋が全壊・流失し、人は

津波による流れに巻き込まれる。 

沿岸部や川沿いにいる人は、た

だちに高台や避難ビルなど安全な

場所へ避難する。 

(10ｍ＜予想高さ) 

１０ｍ 

(5ｍ＜予想高さ≦10ｍ) 

５ｍ 

(3ｍ＜予想高さ≦5ｍ) 

津波警報 

予想される津波の高

さが高いところで１

ｍを超え、３ｍ以下の

場合 

３ｍ 

高い 

標高の低いところでは津波が襲

い、浸水被害が発生する。 

人は津波による流れに巻き込ま

れる。 

沿岸部や川沿いにいる人は、た

だちに高台や避難ビルなど安全な

場所へ避難する。 

警報が解除されるまで安全な場

所から離れない。 

(1ｍ＜予想高さ≦3ｍ) 

津波注意報 

予想される津波の高

さが高いところで０．

２ｍ以上、１ｍ以下の

場合であって、津波に

よる災害のおそれが

ある場合 

１ｍ 

（表記しな

い） 

海の中では人は速い流れに巻き

込まれ、また、養殖いかだが流失

し小型船舶が転覆する。 

海の中にいる人はただちに海か

ら上がって、海岸から離れる。 

海水浴や磯釣りは危険なので行

わない。 

注意報が解除されるまで海に入

ったり海岸に近付いたりしない。 

(0.2ｍ≦予想高さ≦1ｍ) 

（注）１ 地震が発生した時には地震の規模や位置をすぐに推定し、これらをもとに沿岸で予想される

津波の高さを求め、地震が発生してから約３分（一部の地震※については最速２分程度）を目標

に、大津波警報、津波警報または津波注意報を、津波予報区単位で発表。この時、予想される

津波の高さは、通常は５段階の数値で発表。 

２ 地震の規模（マグニチュード）が８を超えるような巨大地震に対しては、精度のよい地震の

規模をすぐに求めることができないため、その海域における最大の津波想定等をもとに津波警

報・注意報を発表する。その場合、最初に発表する大津波警報や津波警報では、予想される津

波の高さを「巨大」や「高い」という言葉で発表して、非常事態であることを伝える。 

このように予想される津波の高さを「巨大」などの言葉で発表した場合には、その後、地震

の規模が精度よく求められた時点で津波警報を更新し、予想される津波の高さも数値で発表す

る。 

３ 津波による災害のおそれがなくなったと認められる場合、津波警報又は津波注意報の解除を

行う。このうち、津波注意報は、津波の観測状況等により、津波がさらに高くなる可能性は小 
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さいと判断した場合には、津波の高さが発表基準より小さくなる前に、海面変動が継続するこ

とや留意事項を付して解除を行う場合がある。 

４「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点におけるその潮位とその時点に津波

がなかったとした場合の潮位の差であって、津波によって上昇した高さをいう。 

 

イ 津波予報 

    地震発生後、津波による災害が起こるおそれがない場合には、以下の内容を津波予報

で発表する。 

発表される場合 内          容 

津波が予想されないとき 津波の心配なしの旨を地震情報に含めて発表 

0.2m未満の海面変動が 

予想されたとき 

高いところでも0.2ｍ未満の海面変動のため被害の心配はな

く特段の防災対応の必要がない旨を発表 

津波注意報解除後も海面 

変動が継続するとき 

津波に伴う海面変動が観測されており、今後も継続する可能

性が高いため、海に入っての作業や釣り、海水浴などに際し

ては十分な留意が必要である旨を発表 

 

⑵ 津波に関する情報の種類と内容 

 

津波情報の種類 内    容 

津波到達予想時刻・ 予想され

る津波の高さに関する情報 

各津波予報区の津波の到達予想時刻※や予想される津波

の高さ（発表内容は津波警報・注意報の種類の表に記載）

を発表します。 

※この情報で発表される到達予想時刻は、各津波予報区

でもっとも早く津波が到達する時刻です。場所によって

は、この時刻よりも１時間以上遅れて津波が襲ってくる

こともあります。 

各地の満潮時刻・津波到達予

想時刻に関する情報 

主な地点の満潮時刻・津波の到達予想時刻を発表しま

す。 

津波観測に関する情報 沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表します。 

沖合の津波観測に関する情報 

沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の観測値か

ら推定される沿岸での津波の到達時刻や高さを津波予

報区単位で発表します。なお、2016年11月現在、北海道

の日本海には沖合で津波を観測する施設はありません。 
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５ 地震、津波に関する情報に用いる地域名称、震央地名及び津波予報区 

(1) 震度情報や緊急地震速報で用いる区域の名称 

都道府県名 
緊急地震速報
で用いる府県
予報区の名称 

緊急地震速報や
震度速報で用い
る区域の名称 

郡市区町村名 

北海道 

北海道道央 

石狩地方北部 石狩市、石狩郡［当別町、新篠津村］ 

石狩地方中部 札幌市、江別市 

石狩地方南部 千歳市、恵庭市、北広島市 

後志地方北部 
小樽市、積丹郡［積丹町］、古平郡［古平町］、余市郡［仁
木町、余市町、赤井川村］ 

後志地方東部 
虻田郡の一部（ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京
極町、倶知安町） 

後志地方西部 
島牧郡［島牧村］、寿都郡［寿都町、黒松内町］、磯谷郡［蘭越町］、  
岩内郡［共和町、岩内町］、古宇郡［泊村、神恵内村］ 

空知地方北部 深川市、雨竜郡の一部（妹背牛町、秩父別町、北竜町、沼田町） 

空知地方中部 
芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、空知郡の一部
（奈井江町、上砂川町）、樺戸郡の一部（浦臼町、新十津川
町）、雨竜郡の一部（雨竜町） 

空知地方南部 
夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、空知郡の一部（南幌町）、
夕張郡［由仁町、長沼町、栗山町］、樺戸郡の一部（月形町） 

北海道道南 

渡島地方北部 二海郡［八雲町］、山越郡［長万部町］ 

渡島地方東部 函館市、北斗市、亀田郡［七飯町］、茅部郡［鹿部町、森町］ 

渡島地方西部 松前郡［松前町、福島町］、上磯郡［知内町、木古内町］ 

檜山地方 
檜山郡［江差町、上ノ国町、厚沢部町］、爾志郡［乙部町］、
瀬棚郡［今金町］、久遠郡［せたな町］ 

北海道奥尻島 奥尻郡［奥尻町］ 

胆振地方西部 伊達市、虻田郡の一部（豊浦町、洞爺湖町）、有珠郡［壮瞥町］ 

胆振地方中東部 
室蘭市、苫小牧市、登別市、白老郡［白老町］、勇払郡の一
部（安平町、厚真町、むかわ町） 

日高地方西部 沙流郡［日高町、平取町］ 

日高地方中部 新冠郡［新冠町］、日高郡［新ひだか町］ 

日高地方東部 浦河郡［浦河町］、様似郡［様似町］、幌泉郡［えりも町］ 

北海道道北 

上川地方北部 
士別市、名寄市、上川郡の一部（和寒町、剣淵町、下川町）、
中川郡の一部（美深町、音威子府村、中川町）、雨竜郡の一
部（幌加内町） 

上川地方中部 
旭川市、上川郡の一部（鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、
愛別町、上川町、東川町、美瑛町） 

上川地方南部 
富良野市、空知郡の一部（上富良野町、中富良野町、南富良
野町）、勇払郡の一部（占冠村） 

留萌地方中北部 
苫前郡［苫前町、羽幌町、初山別村］、天塩郡の一部（遠別
町、天塩町） 

留萌地方南部 留萌市、増毛郡［増毛町］、留萌郡［小平町］ 

宗谷地方北部 稚内市、宗谷郡［猿払村］、天塩郡の一部（豊富町、幌延町） 

宗谷地方南部 枝幸郡［浜頓別町、中頓別町、枝幸町］ 

北海道利尻礼文 礼文郡［礼文町］、利尻郡［利尻町、利尻富士町］ 
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都道府県名 

緊急地震速
報で用いる
府県予報区

の名称 

緊急地震速報や
震度速報で用い
る区域の名称 

郡市区町村名 

北海道 北海道道東 

網走地方 
網走市、網走郡［美幌町、津別町、大空町］、斜里郡［斜里町、
清里町、小清水町］ 

北見地方 北見市、常呂郡［訓子府町、置戸町、佐呂間町］ 

紋別地方 
紋別市、紋別郡［遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、
雄武町］ 

十勝地方北部 
河東郡の一部（上士幌町、鹿追町）、上川郡の一部（新得町）、
足寄郡［足寄町、陸別町］ 

十勝地方中部 
帯広市、河東郡の一部（音更町、士幌町）、上川郡の一部（清
水町）、河西郡の一部（芽室町）、中川郡の一部（幕別町、池
田町、豊頃町、本別町）、十勝郡［浦幌町］ 

十勝地方南部 河西郡の一部（中札内村、更別村）、広尾郡［大樹町、広尾町］ 

釧路地方北部 川上郡の一部（弟子屈町） 

釧路地方中南部 
釧路市、釧路郡［釧路町］、厚岸郡［厚岸町、浜中町］、川上
郡の一部（標茶町）、阿寒郡［鶴居村］、白糠郡［白糠町］ 

根室地方北部 標津郡［中標津町、標津町］、目梨郡［羅臼町］ 

根室地方中部 野付郡［別海町］ 

根室地方南部 根室市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 震央地名 
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(3) 津波予報区 
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第５ 指定避難所等の指定及び諸元一覧 

 

１．指定緊急避難場所 

⑴ 指定緊急避難場所として指定する場所 

主に学校のグラウンドや公園を対象として指定する。 

⑵ 指定緊急避難場所の指定基準 

災害対策基本法第49条の4第１項、災害対策基本法施行令第20条の3第1～3号に基づく、 

指定緊急避難場所の指定基準を以下のとおりとする。 

災害の種類 指 定 基 準 

地 震 

１ 門扉等の開錠が不要、もしくは緊急時に市職員、管理者等による入口の門扉等の 

開錠が可能なグラウンド等のスペースであること。 

２ 当該場所又はその周辺に人の生命又は身体に危険を及ぼすおそれのある建築物、 

工作物等の物がないこと。 

津 波 
１ 標高５ｍを越える場所にあること。 

２ 標高５ｍ以下の場所にあるときは２階以上に避難できるスペースがあること。 

大規模な火事 

１ 門扉等の開錠が不要、もしくは緊急時に市職員、管理者等による入口の門扉等の 

開錠が可能な公園等のスペースであること。 

 

 

２．指定避難所 

⑴ 指定避難所として指定する施設 

学校や公共施設等を対象として指定する。 

⑵ 指定避難所の指定基準 

災害対策基本法第49条の7、災害対策基本法施行令第20条の6に基づく、指定避難所の

指定基準を以下のとおりとする。 

① 避難のための立ち退きを行った居住者等又は被災者（以下「被災者等」という。）

を滞在させるために必要かつ適切な規模を有するものであること。 

② 速やかに、被災者等を受け入れ、又は生活関連物資を被災者等に配布することが可

能な構造又は設備を有すること。 

③ 想定される災害による影響が比較的少ない場所に立地していること。 

④ 避難所入所者だけでなく、在宅での避難生活者に対しても、必要な支援を講じる際

の拠点となることを踏まえて、車両その他の運搬手段による物資の輸送等が比較的容

易な場所にあること。 

「災害による影響が比較的少ない場所」とは、以下の条件の場所をいう。 

災害の種類 立 地 条 件 

土 砂 

１ 指定避難所までの経路が土砂災害警戒区域または、土砂災害危険箇所（以降「危険 

区域」）内にないこと。 

２ 危険区域外にあること。 

地 震 施設管理者が小樽市以外の施設は、新耐震基準による耐震性が確保されていること。 

津 波 標高５ｍを越える場所にあること。 

洪水※ 想定浸水域外にあること。 

※洪水は、水位周知河川「星置川」を対象とする。 
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第６ 市における災害協定の一覧 

№ 

協定区分 

協定名 協定締結先 主な協定内容 

職
員
派
遣 

物
資
供
給 

物
資
運
搬
・
輸
送 

医
療
救
護 

災
害
広
報 

避
難
収
容 

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
復
旧 

そ
の
他 

1    ○     
災害時の医療活動に関

する協定 

社団法人小樽市

医師会 
救護隊の派遣 

2 ○        
北海道広域消防相互応

援協定 

道内市町及び消

防の一部事務組

合 

応援隊の派遣 

3 ○        
後志管内災害発生時応

援協力覚書 

■北後志消防組 

合消防本部 

■羊蹄山ろく消 

防組合消防本 

部 

■岩内寿都地方 

消防組合消防 

本部 

応援隊の派遣 

4        ○ 
北海道消防防災ヘリコ

プター応援協定 
北海道 ヘリコプターによる応援 

5         ＜協定終了＞   

6     ○    緊急放送に関する協定 
(株)エフエム小

樽放送局 
緊急放送の協力 

7    ○     
災害時の歯科医療活動

に関する協定 

社団法人小樽市

歯科医師会 
救護班の派遣 

8 ○ ○ ○ ○  ○ ○  

災害時における北海道

及び市町村相互の応援

に関する協定 

■北海道 

■北海道市長会 

■北海道町村会 

物資、資機材の提供・あっ

せん等 

9 

 

～  
 

15 

 ○ ○      

災害時衛生材料等物資

供給の協力に関する協

定 

■(株)スズケン 

小樽支店 

■土屋薬品(株) 

■東邦薬品(株) 

小樽営業所 

■(株)ニチヤク 

■(株)ほくやく 

小樽支店 

■(株)モロオ小 

樽営業所 

■(株)ムトウ 

SPD センタ

ー 

一般薬品、衛生材料の供

給および運搬 

16   ○  ○    

災害発生時における小

樽市と小樽市内郵便局

の協力に関する協定 

日本郵便(株) 

小樽郵便局 

郵便局のネットワークを

活用した広報活動等 

17     ○    

北海道総合行政ネット

ワークの管理運営に関

する協定 

北海道 ネットワークの設置運営 

18         ＜協定終了＞   

19      ○   

災害時における小樽市

と朝里川温泉地区宿泊

施設等の協力に関する

協定 

朝里川温泉組合 避難場所、入浴の提供等 

20      ○   

災害時における小樽市

と朝里川温泉地区宿泊

施設等の協力に関する

協定 

(株)ウィンケル 避難場所、入浴の提供等 

21      ○   

災害時における小樽市

と朝里川温泉地区宿泊

施設等の協力に関する

協定 

(株)小樽観光企

画 
避難場所、入浴の提供等 
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№ 

協定区分 

協定名 協定締結先 主な協力内容 

職
員
派
遣 

物
資
供
給 

物
資
運
搬
・
輸
送 

医
療
救
護 

災
害
広
報 

避
難
収
容 

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
復
旧 

そ
の
他 

22 ○ ○ ○      
災害時における霊柩自

動車輸送に関する協定 

社団法人全国霊

柩自動車協会 

遺体の搬送及び搬送に必

要な資機材の提供 

23  ○ ○      
災害時における機器の

調達に関する協定 
(株)カナモト 

仮設ハウス等の資機材の

貸与 

24        ○ 
防災情報の共有にかか

る協定 
北海道開発局 

開発局のシステムを活用

した防災情報の共有 

25  ○       
災害時における無償提

供に関する協定書 

大塚製薬(株)札

幌支店 

緊急時開放提供型自動販

売機内在庫飲料及び食料

の無償提供 

26  ○       
災害時における無償提

供に関する協定書 

ダイドードリン

コ(株)青森支店 

緊急時開放提供型自動販

売機内在庫飲料及び食料

の無償提供 

27  ○       

災害時における応急生

活物資の供給等に関す

る相互協定 

イオン北海道

(株) 
保有商品の供給協力 

28  ○   ○    

災害対応型自動販売機

による協働事業に関す

る協定 

北海道コカ・コ

ーラボトリング

(株) 

災対本部設置時等の緊急

時における災害対応型自

動販売機内在庫飲料の無

償提供及び自動販売機電

光掲示板による情報提供 

29 ○ ○ ○    ○  

北海道地方における災

害時の応援に関する申

合せ 

北海道開発局 

土木施設等の被害状況の

把握及び二次災害の防止

に関する応急措置の準備 

30  ○     ○  

災害等の発生時におけ

る小樽市と北海道エル

ピーガス災害対策協議

会の応急・復旧活動の

支援に関する協定 

北海道エルピー

ガス災害対策協

議会 

応急措置及び復旧工事、

ＬＰガス供給停止が長期

に及ぶ場合の簡易コンロ

の手配等 

31 ○ ○       

小樽市所管都市施設に

おける災害時の協力体

制に関する協定 

小樽建設事業協

会 

災害応急対策にかかる業

務等 

32 ○ ○       

道央圏港湾連携による

災害時の相互応援に関

する協定 

■港湾管理者

（室 

蘭港、苫小牧 

港、石狩湾新 

港、白老港） 

■北海道開発局 

港湾施設の被害状況の把

握、港湾機能の復旧等 

33        ○ 
泊発電所周辺の安全確

認等に関する協定 

■北海道 

■北海道電力 

(株) 

■島牧村、寿都 

町、黒松内町、 

蘭越町、ニセ

コ 

町、真狩村、留 

寿都村、喜茂

別 

町、京極町、倶 

知安町、積丹 

町、古平町、仁 

木町、余市町、 

赤井川村 

環境放射線の測定、立入

調査への同行、損害補償

等 

34 ○ ○    ○   
小樽市、半田市、日南市

災害時相互応援協定 

■愛知県半田市 

■宮崎県日南市 

食料・生活必需品の提供、

職員派遣等 

35       ○  
災害時等における応急

対策業務に関する協定 

小樽地方電気工

事協同組合 

災害応急対策業務への協

力等 
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№ 

協定区分 

協定名 協定締結先 
主な協力内

容 

職
員
派
遣 

物
資
供
給 

物
資
運
搬
・
輸
送 

医
療
救
護 

災
害
広
報 

避
難
収
容 

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
復
旧 

そ
の
他 

36  ○ ○      

道内卸売市場

による災害時

相互応援協定 

■札幌市中央卸売市場、曲〆高橋水産 

(株)、丸水札幌中央水産(株)、丸果札 

幌青果(株)、札幌ホクレン青果(株) 

■室蘭市公設地方卸売市場、丸果室蘭 

青果(株)、(株)室蘭魚市場 

■苫小牧市公設地方卸売市場、マルト 

マ苫小牧卸売(株)、丸一苫小牧中央青 

果(株) 

■函館市水産物地方卸売市場、函館市 

青果物地方卸売市場、函館魚市場 

(株)、東一函館青果(株)、丸果函館合 

同青果(株) 

■旭一旭川地方卸売市場、(株)キョクイ 

チ、丸果旭川地方卸売市場、丸果旭 

川青果卸売市場(株)、一印旭川地方卸 

売市場、(株)一印旭川魚卸売市場 

■北見地方卸売市場、(株)マルキタ 

■帯広地方卸売市場、帯広地方卸売市 

場(株) 

■釧路市公設地方卸売市場、丸中釧路 

中央青果(株)、新富士水産物地方卸売 

市場、釧路市漁協、釧路水産物地方 

卸売市場 

■小樽機船漁協、小樽市漁協、樽一小 

樽中央青果(株) 

■倶知安町地方卸売市場、(株)倶知安魚 

菜卸売市場 

■千歳市公設地方卸売市場 

■夕張市公設地方卸売市場、夕張友酉 

市場(株) 

■公設道央地方卸売市場、(株)岩三 

■深川地方卸売市場、(株)大印深川地方 

卸売市場 

■富良野市公設地方卸売市場、富良野 

市地方卸売市場 

■士別地方卸売市場 

■名寄市地方卸売市場 

■稚内市地方卸売市場、稚内機船漁協 

被災地域住

民に供給す

る生鮮食料

品の運搬、提

供 

37        ○ 

大規模災害時

における炊き

出し等に関す

る協定 

(株)東洋食品 

小樽市学校

給食センタ

ーにおける

調理従事者

による炊き

出し 

38      ○   

福祉避難所の

開設等に関す

る協定書 

■(社福)ノマド福祉会 

■(社福)小樽育成院 

■(社福)北海道宏栄社 

■(社福)小樽四ツ葉学園 

■(社福)後志報恩会 

■(社福)志成会 

■(社福)札幌緑花会 

■(社福)小樽北勉会 

介護福祉施

設等におけ

る福祉避難

所開設協力 

39        ○ 

札幌圏震災等

廃棄物処理に

係る相互支援

協定 

■札幌市   ■千歳市   

■江別市   ■当別町    

■北広島市  ■南幌町 

■石狩市   ■長沼町 

■恵庭市   ■由仁町 

■岩見沢市  ■新篠津村 

■南空知公衆衛生組合 

大規模災害

等による大

量廃棄物発

生時の支援

等 
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№ 

協定区分 

協定名 協定締結先 主な協定内容 

職
員
派
遣 

物
資
供
給 

物
資
運
搬
・
輸
送 

医
療
救
護 

災
害
広
報 

避
難
収
容 

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
復
旧 

そ
の
他 

40 ○  ○  ○ ○   
災害時の応援に関する

協定 

■北海道財務局 

■北海道 

■北海道市長会 

■北海道町村会 

避難所運営補助、り災証

明書関係事務等の災害応

急対策に関する事務及び

作業 

41   ○      
緊急時における輸送業

務に関する協定 

札幌地区トラッ

ク協会小樽支部 
物資輸送業務 

42 ○        
大規模災害時等の連携

に関する協定 

■陸上自衛隊第 

11 旅団第 11

特 

科隊 

■積丹町 

■古平町 

■仁木町 

■余市町 

■赤井川村 

情報連絡体制の充実、連

絡幹部の派遣、活動拠点

の提供 

43 ○ ○    ○   

原子力災害時等におけ

る広域避難に関する協

定書 

古平町 

原子力災害時等の広域避

難における一時滞在場所

や必要資機材の提供 

44       ○  

小樽市水道局と札幌市

水道局の連携協力に関

する基本協定について 

札幌市 
緊急時連絡管の整備その

他の災害時の相互応援 

45  ○ ○   ○   

災害時における石油類

燃料の供給等に関する

協定 

小樽地方石油業

協同組合 

保有する石油類燃料の優

先給油及び給油所におけ

る帰宅困難者への支援 

46  ○ ○  ○    

災害時の物資供給及び

店舗営業の継続又は早

期再開に関する協定 

(株)セブン－イ

レブン・ジャパ

ン 

保有又は調達可能な物資

の供給及び運搬 

47  ○ ○      

大規模火災時における

消火用水の搬送協力に

関する協定 

小樽地区生コン

クリート協同組

合 

大規模火災時における消

火用水の搬送及び消防隊

への供給 

48    ○     

災害時における柔道整

復師の救護活動に関す

る協定 

公益社団法人北

海道柔道整復師

会小樽ブロック 

災害時における救護所で

の被災者に対する施術及

び応急手当 

49 ○ ○ ○      
災害時における消防活

動の協力に関する協定 

■小樽建設協会 

■小樽市消防本

部 

■羊蹄山ろく消

防組合 

■北後志消防組

合 

■岩内・寿都地

方消防組合 

災害時における消防活動

の協力 

50        ○ 

災害時における公衆浴

場等の協力に関する協

定 

小樽公衆浴場商

業協同組合 

災害時における風呂の提

供、生活用水の提供 

51  ○       

小樽市と東洋水産㈱北

海道事業部とのパート

ナーシップ協定 

東洋水産㈱北海

道事業部 

災害時における食料の供

給 

52 ○       ○ 

災害時における防疫活

動業務の協力に関する

協定 

㈱北日本消毒 

災害時における家屋等の

消毒、そ族・昆虫等の駆除

を行う消毒班の派遣 

53        ○ 

小樽海上保安部と小樽

市消防本部の船舶消火

等に関する業務協定 

■小樽海上保安

部 

■小樽市消防本

部 

船舶火災等に関する消火

活動等の連携・協力 
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№ 

協定区分 

協定名 協定締結先 主な協定内容 

職
員
派
遣 

物
資
供
給 

物
資
運
搬
・
輸
送 

医
療
救
護 

災
害
広
報 

避
難
収
容 

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
復
旧 

そ
の
他 

54        ○ 

災害時におけるボラン

ティア活動に関する協

定 

社福）小樽市社

会福祉協議会 

災害ボランティアセンタ

ーの設置及び運営 

55 ○ ○ ○     ○ 
災害時及び防災活動の

協力に関する協定 

一社）小樽青年

会議所 

災害時における被災状

況、ニーズ把握、物資の調

達・仕分け・輸送等の支援 

56  ○ ○      

災害時におけるレンタ

ル車両の優先貸借に関

する協定 

㈱トヨタレンタ

リース札幌 

災害時における電源自動

車の優先貸借 

57  ○       

小樽市と一正蒲鉾株式

会社とのパートナーシ

ップ協定 

一正蒲鉾㈱ 
災害時における食料の供

給 

58  ○    ○   
災害時等の施設使用等

の協力に関する協定 
だるま食品㈱ 

災害時における避難所と

しての施設利用、飲料水・

生活用水の提供、携帯電

話等の充電対応 

59  ○ ○      

災害時におけるレンタ

ル車両の優先貸借に関

する協定 

㈱トヨタレンタ

リース新札幌 

災害時における電源自動

車の優先貸借 

60  ○ ○      

災害時における応急生

活物資の供給等に関す

る協定 

㈱セコマ 
災害時における飲食料、

物資の供給・配送 

61     ○    
災害に係る情報発信等

に関する協定 
ヤフー㈱ 

・Yahoo!防災アプリによ

る災害時の避難所開設、

避難指示等の緊急情報の

周知 

・災害時、アクセス負荷軽

減のための市ＨＰのキャ

ッシュサイトを掲載 

62 ○ ○ ○      
災害時における物資調

達に関する協定書 

合同容器㈱ 

Ｊパックス㈱ 

災害時における段ボール

ベッド、段ボール間仕切

り等の供給 

63  ○ ○      
災害時応急用段ボール

の供給に関する協定 

㈱トーモク 

札幌工場 

災害時における段ボール

ベッド、段ボール間仕切

り等の供給 

64  〇      

 小樽市と株式会社ニト

リホールディングスと

の包括連携協定 

㈱ニトリホール

ディングス 

災害時における店舗販売

品の供給 

65 〇  〇     

 小樽市とヤマト運輸株

式会社との包括連携協

定 

ヤマト運輸㈱ 災害時における物資輸

送、物資拠点の運営 

66  〇      

 小樽市と大塚製薬株式

会社との包括連携協定 

大塚製薬㈱札幌

支店 

防災に関する事項 

67   〇     

 小樽市と北海道中央バ

ス株式会社及び中央バ

ス観光開発株式会社と

の包括連携協定 

北海道中央バス

㈱ 

防災に関する事項 

68  〇       

小樽市と日本たばこ産

業株式会社との包括連

携協定 

日本たばこ産業

㈱北海道支社 
災害対応に関する事項 

69 〇      〇 

 大規模災害時における

相互協力に関する基本

協定 

北海道電力㈱・

北海道電力ネッ

トワーク㈱ 

・北電の要請に基づく停

電復旧作業の支援 

・資機材、物資、人材等の

資源の相互提供 
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第７ 市における災害の記録（追記） 

（１）自然災害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発 生 年 月 日  災  害  名  災　　　害　　　の　　　概　　　要

 明治11年 8月26日 大 雨 勝納川が氾濫、川岸の家屋倉庫等流失

  〃 12年 2月 暴 風 雪 港町などで民家が埋没破損、死傷者数十人

  〃 12年 4月22日 融 雪 勝納川が氾濫、土蔵2棟、民家21戸流失

  〃 21年 9月20日 暴 風 雨 神威岬航行中の船舶が遭難

  〃 23年 9月25日 暴 風 ・ 波 浪 港内停泊中の船舶及び海岸の家屋、堤防等に被害

  〃 23年12月28日 暴 風 雪 波 浪 花咲丸(20t)が小樽港沖で、高島の漁船が祝津沖で沈没

於古発川、勝納川、稲穂川、朝里川等が氾濫、橋梁・

家屋の流失・浸水、札樽間の鉄道橋が破損

共成株式会社の朝里水車場では米 830俵が浸水流失、

3名溺死

海岸の石垣及び川崎船、磯船、保津船、三半船等の破

損、朝里・熊碓・勝納・若竹等で被害

沿岸道路の石垣、船入澗が破壊、港内停泊の船舶が沈

没、港外の漁船が難破、沈没、漁師63名が溺死

  〃 26年12月 波 浪 堤防が破壊、通船がてん覆、蒸気船が破損

  〃 31年 霖 雨 銭函川出水、家屋・橋梁等流失破損

  〃 32年 9月30日 落 雷 焼失1戸、死者6名

  〃 34年12月 6日 波 浪 漁船8隻難破、溺死者59名

  〃 37年 1月21日 波 浪 磯船20数隻が遭難、死者14名

忍路で船庫全壊17､ 半壊19､ 住宅全壊2､半壊19､浸水4

漁船破損73

  〃 42年 4月 6日 勝納川が出水、家屋の浸水約1,000 戸、家屋の流失

 　　　　　～ 7日 3棟5戸

増毛丸が港内で沈没、船員8名溺死、日露丸は、熊碓

に坐礁

  〃 45年 4月10日 地 す べ り 手宮町26で山崩れ発生、全壊13戸、死者(圧死)10名

 大正 6年 1月24日 暴 風 波 浪 漁師21名が死亡

  〃 15年 4月 5日 暴 風 雪 祝津町で鰊枠船が20数隻遭難、乗組員26名が溺死

 昭和 2年 1月 1日 崖 崩 れ 張碓トンネル入口上部430㎡が落下

  〃  2年 2月26日 暴 風 雪 吹きだまり2.4ｍに達した

  〃  2年 7月18日 大 雨 列車不通、100余戸浸水

  〃 25年 9月13日 暴 風 ・ 波 浪

  〃 26年 1月 5日 暴 風 ・ 波 浪

  〃 25年 9月 5日 暴 風 雨

  〃 45年 3月 暴 風 雪

  〃 40年12月 7日 暴 風 雪

融 雪
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 発 生 年 月 日  災  害  名  災　　　害　　　の　　　概　　　要

 昭和12年 2月 3日 雪 崩 張碓ﾄﾝﾈﾙ入口で客車転覆、重軽傷者30名

  〃 13年 1月26日 暴 風 雪 銭函沖で汽船沈没、31名水死

  〃 13年 6～ 8月 干 ば つ 奥沢水源地の貯水量が激減

  〃 15年 8月 2日 地 震 ・ 津 波 午前0：08ころ発生

震源：積丹半島沖（M7.5）、津波1.5ｍ

  〃 31年 8月17日 大 雨 床上、床下浸水合わせて74棟、橋の流失１件

 　　　　　～18日

  〃 32年 8月23日 大 雨 床上浸水26棟、床下浸水 124棟

  〃 34年 4月 5日 暴 風 雨 5日朝から 6日正午までで39㍉の降雨、床下浸水 2

 　　　　　～ 6日 棟、電話不通 524件

  〃 34年 9月19日 台 風 台風14号、家屋倒壊2棟、家屋破損20棟、倒木 6本

  〃 36年 7月24日 集 中 豪 雨 降り始めから終わりまで194.7㍉

 　　　　　～26日 床上浸水 144棟、床下浸水 978棟、崖崩れ10ヵ所、橋

流失１、家屋半壊４棟、農作物被害 352ha、被害総額

3,253千円

  〃 37年 8月 3日 台 風 8月2日の夕刻から 4日朝までの降雨量 267㍉

 　　　　　～ 4日 台風9号により被害戸数 2,896戸 3,833世帯、死者6名

行方不明2名、重傷2名、被害総額19億 2,300万円余

（災害救助法の適用、自衛隊災害派遣要請）

  〃 44年 2月 6日 波 浪 低気圧による大時化のため銭函沖合で漁船(54t)が坐

礁転覆、乗組員5名死亡

  〃 45年 7月29日 集 中 豪 雨 入船２丁目で床上浸水9棟、床下浸水53棟

  〃 45年 8月16日 台 風 台風9号により住宅の半壊2棟、一部破損97棟、負傷

者10名、農作物の被害 717ha、被害総額1億3,000万円

  〃 47年12月 1日 強 風 高 潮 国鉄銭函・張碓間が不通、入港中のリベリヤ貨物船

(6,000t)が座礁、被害総額 8,400万円

  〃 48年 8月17日 集 中 豪 雨 連続集中豪雨 232.5㍉

 　　　　　～23日 床上浸水23棟、床下浸水56棟

  〃 49年 4月21日 強 風 死者2名、重傷者4名、家屋の半壊5棟、一部破損

717棟、被害総額1億2,000万円余

  〃 50年 8月22日 台 風 台風6号により住宅の半壊１棟、床上浸水21棟、床下

 　　　　　～24日 浸水106棟、農作物の被害 280ha、被害総額4億2,000

万円余

  〃 54年10月 8日 強 風 銭函沖合約500mでサケ定網起船(2.5t)が転覆、乗組員

4名死亡

  〃 54年10月19日 台 風 台風20号により重傷者1名、家屋の一部破損26棟、浸水

 　　　　　～20日 家屋4棟、漁船沈没1隻、流出2隻、農作物被害17.7ha

被害総額1億 2,700万円余
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 発 生 年 月 日  災  害  名  災　　　害　　　の　　　概　　　要

 昭和56年 8月 3日  大　　　雨 前線と台風12号による大雨により家屋一部破損1棟、

 　　　　　～ 6日 床上浸水31棟、床下浸水 194棟、農作物被害15.1ha、

被害総額2億1,100万円余

  〃 56年 8月21日  大　　　雨 台風15号と前線による大雨により家屋半壊34棟、一部

 　　　　　～24日 破損 307棟、床上浸水 151棟、床下浸水 200棟、農作

物被害 183.3ha、被害総額7億1,700万円余

  〃 60年 9月 1日  大　　　雨 台風13号による大雨により、家屋の一部破損1棟、

床下浸水116棟、床上浸水18棟

  〃 62年 9月 1日  暴　風　雨 台風12号による暴風雨により、家屋の一部破損 123棟

農業被害 222ha、漁船破損４隻、文教施設被害27ヵ

所、福祉施設被害5ヵ所、公園樹木36本、

被害総額1億5,700万円余

  〃 63年 8月26日  大　　　雨 床下浸水8棟、道路冠水12ヵ所、崖崩れ5ヵ所、

被害総額 2,400万円余

  〃 63年10月29日  暴風波浪 港湾施設8ヵ所、漁船破損6隻、漁網被害74件、農業

被害 1haほか被害総額 9,400万円余

 平成 4年 8月31日  大　　　雨 住家一部破損 1棟、床上浸水 4棟、床下浸水12棟

 　　　～ 9月 2日

  〃  5年 7月12日  地震・津波 北海道南西沖地震(M7.8)、22:17 ころ発生、

小樽は震度５を記録、津波到達高は小樽港で 0.8ｍ

住宅一部破損14棟、道路被害 2ヵ所、港湾被害 1ヵ所

商工業被害 3件ほか被害総額54,647千円

（災害対策本部設置）

  〃  6年 8月12日  集中豪雨 12日降水量51.5㍉、最大時間雨量36.5㍉(12日22:40

 　　　　　～13日  ～23:40)住宅一部破損 2件、床上浸水 9件、

床下浸水15件、道路亀裂など80件の被害

  〃  8年 1月 9日  暴　風　雪 観測史上最高の84㌢の降雪量を記録(8日9:00～9日9:00)

９日は、夕方近くまで国道５号張碓付近不通、札樽バ

イパス不通、ＪＲ小樽札幌間運休、中央バス運休など、

ど、交通まひ状態が続き、市民生活、経済活動に支障

がでた。（緊急雪害対策室設置、自衛隊災害派遣要請）

  〃  8年 6月 4日  雷雨ひょう 塩谷地区方面で、農業被害 4.98ha(ぶどう､ﾚﾀｽほか)

被害総額 11,427千円

  〃  9年 8月 5日  大　　　雨 降り始めから午後９時までの降水量１０１．５ｍｍ

最大時間雨量２２ｍｍ（１３：１９～１４：１９）

床下浸水３件、がけ崩れ（市道平磯線横）、商工業被害

（工業１件、床上浸水）、農業被害（１．８㌶５３５

万円：きゅうり・とうきび）  （災害対策連絡室設置）

  〃 15年 9月26日  地　　 震  平成１５年（２００３年）十勝沖地震（M8.0)、04:50

 ころ発生、小樽は震度４を記録、市内約11,000世帯で

 停電、市民会館・蘭島下水終末処理場・市立小樽病院

 ・北山中学校・旧日本郵船株式会社小樽支店で軽微な

 被害 （災害対策連絡室設置）
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 発 生 年 月 日  災  害  名  災   害   の   概   要 

 平成 16 年 9 月 8 日 台 風 台風第１８号により９月８日午前１１時３０分瞬間最 
大風速４４．２㍍毎秒を観測（観測史上第１位） 
人的被害４１名（重傷１４名）、住家半壊１５棟・一 

部破損５２３棟、畑作物被害１３ha・営農施設（ビニ 
ルハウス）被害７８農家、商業被害８５件、工業被害 
４６件など。被害総額１２億４，１００万円余 

（災害対策本部設置） 

 平成 19 年 4 月 30 日 土 砂 災 害 融雪により、４月３０日１３時頃に地すべり発生 
札樽ゴルフ場クラブハウス直下 100ｍ付近 

スキー場下の市道及び道道に土砂流出 
土砂流出量：7,500～8,000? 

崩落の範囲：幅員 120ｍ、延長 150ｍ 
人的被害なし 

平成 29 年 7 月 16 日 土 砂 災 害 低気圧による、午前 11 時 10 分までの 1 時間に約 80 ㎜ 

（レーダー解析）の猛烈な雨 
1 時間降水量の日最大値観測史上 1 位を更新（50.5 ㎜） 
記録的短時間大雨情報、土砂災害警戒情報発表 

道路冠水のほか商業施設が浸水、人的被害なし 
（災害対策連絡室設置） 

平成 30 年 7 月 02 日 土 砂 災 害 長年の気象等の影響で 30 年 5 月、当該地区で崩壊箇所を発見 
 ～   7 月 26 日 (住吉町 13 番) その後 7 月 2 日の大雨の影響により崩壊箇所が拡大 

同日の雨の概況（大雨警報発表 16:02、同解除 19:34） 
15～17 時 最大 1 時間降水量（11.5～10.0mm/1 時間） 

近隣住民自主避難 （7 月 2～3 日、最大避難者数 14 名） 
（災害対策連絡室設置 7 月 2～26 日、応急対策実施等） 

平成 30 年 9 月 6 日 地 震 北海道胆振東部地震（M7)が午前３時６分頃発生 
大 規 模 停 電 小樽は震度４を記録 

人的被害なし 

地震発生直後から市内全域（約 65,600 戸）で大規模停電発生 
（７日午後１１時頃全域復旧） 
避難所開設（塩谷小、長橋小、手宮中央小、山の手小、 

潮見台小、朝里小、銭函小） 
観光客向け避難所開設（ウイングベイ小樽） 

備蓄食料、支援食料配付 
（災害対策本部設置 第２非常配備） 

令和 05 年 9 月 12 日 道 路 浸 水 等 雷雨の影響により、11 時までの 1 時間に 37.5 ㎜の大雨 
 ～   9 月 13 日 (市内一円） 同日の雨の概況（大雨警報発表 10:50、同解除 15:47） 

土 砂 災 害 市内の 10 分降水量最大値観測史上 1 位を更新（23.0 ㎜/10 分） 
(入船 4 丁目他) 道路冠水や住家浸水等（総件数 185）、人的被害無 

土砂災害による住民自主避難 （9 月 12～13 日、最大避難者数 6 名） 
（災害対策連絡室設置 9 月 12～13 日、応急措置実施等） 
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（２）火災・爆発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発 生 年 月 日  災　　　害　　　の　　　概　　　要

　明治14年 5月16日 金曇町(現信香町方面)から出火、３７５戸焼失

　 〃 14年 5月21日 芝居町(現若松方面)から出火、１１町に延焼、５８５戸(425戸ともいう)

焼失

　 〃 18年 5月 入舟町から出火、１３０戸焼失

　 〃 18年 6月10日 入舟町から出火、３４８戸焼失

　 〃 20年 6月 9日 永井町(現住吉町方面)から出火、４００戸焼失

　 〃 23年 5月11日 蘭島町から出火、５０数戸を焼失、山火事に発展し忍路に飛火

忍路においては、２０７戸（全戸数中１０戸を残すのみ）焼失

　 〃 25年 4月19日 色内町から出火、１４６戸焼失、４名焼死

　 〃 27年 5月 3日 手宮町、同裏町から出火、６００余戸焼失

　 〃 28年 7月 3日 堺町から出火、色内町、破崎町へ延焼、１５６戸焼失

　 〃 29年 4月27日 住の江町から出火、永井、山の上、有幌各町に延焼、７８６戸焼失

　 〃 29年 5月 潮見台奥及び入船川上流で山火事、延焼10日以上

　 〃 31年 8月12日 入舟町から出火、１０４戸焼失

　 〃 36年 4月18日 手宮町から出火、７５０戸焼失

　 〃 37年 5月 8日 稲穂町から出火、２，４１０戸焼失

　 〃 37年 5月29日 手宮町から出火、１８６戸焼失

　 〃 39年 1月19日 稲穂町から出火、１１２戸焼失

　 〃 39年 6月 色内町から妙見河畔にわたり２４７戸焼失

　 〃 39年10月19日 町名不詳、１１３戸全焼

　 〃 41年 4月29日 花園町から出火、１５０戸焼失

　 〃 42年 5月12日 手宮町から出火、７００戸焼失

　 〃 44年 5月16日 手宮町から出火、１，２５１余戸焼失

　 〃 45年 3月 稲穂町から出火、１６６戸焼失

　 〃 45年 4月12日 手宮町から出火、１４１戸焼失

　大正 2年 4月25日 稲穂町から出火、２４１戸焼失

　 〃  2年 5月 4日 稲穂町から出火、１６３戸焼失

　 〃  2年 5月 5日 緑町から出火、２４１戸焼失
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 発 生 年 月 日  災　　　害　　　の　　　概　　　要

　大正 8年 3月30日 高島町から出火、１０７戸焼失

　 〃  8年10月 1日 引越町(現高島方面)から出火、１０７戸焼失

　 〃 12年 2月29日 奥沢町から出火、１７７戸焼失

　 〃 12年 6月29日 奥沢町から出火、２５０戸焼失

　 〃 12年 8月29日 奥沢町から出火、１７０戸焼失

　 〃 12年12月27日 稲穂町から出火、１０４戸焼失

　 〃 13年12月27日 手宮駅構内で火薬爆発、住家、倉庫、船舶等に被害、即死者５３名

重傷者１１名、行方不明３０名

　昭和 2年 5月12日 錦町から出火、２９２棟 19,819 ㎡焼失、り災戸数４３５戸、

傷者３２名

　 〃 31年 5月 3日 色内小学校から出火、１１１棟 21,886 ㎡焼失、り災世帯数２６

　 〃 31年 5月13日 桜町から出火、４３棟 4,264㎡焼失、り災世帯数５０

　 〃 38年 9月27日 手宮小学校全焼、6,741 ㎡焼失、傷者３名

　 〃 40年10月19日 花園小学校半焼、1,152 ㎡焼失

　 〃 52年 1月25日 花園小学校半焼、2,675 ㎡焼失

　注）火災については、概ね１００戸以上の焼失があったものを記載した。
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第８ 避難行動要支援者支援計画 個別避難計画票（新） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生年月日 年齢 

携帯番号 FAX 番号 

名称 

住所 

電話番号１： 電話番号１： 

1 

緊急連絡先 

2 

氏名（団体名） 

住所 

対象者との関係 
  

 

その他： 

連絡先 

 

電話 
番号 
メール 
アドレス 
同居 
家族など 

個別避難計画票 様式 

対象者の情報 

  

 住所  

  

NO. 

フリガナ 

氏名 

メールアドレス： 

1 

氏名 
（団体名および代表者） 

 
対象者との関係 

 

住所 
 

連絡先 

電話番号１： 電話番号１： 

メールアドレス： 

性別 

 

 

避難 
場所 

 

   

 

氏名（団体名） 
 

対象者との関係 
 

住所 
 

連絡先 

電話番号１： 電話番号１： 

メールアドレス： 

その他： 

その他： 

連絡先 

電話番号１： 電話番号１： 

メールアドレス： 

その他： 

 
対象者との関係 

 

住所 
 

避難支援等実施者 

2 

氏名（団体名） 
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｛例｝ 
・車いすでの生活 
・自宅マンション１階、想定最大規模の洪水が発生した場合、ハザードマップでは２階まで浸水してしまうエリアである 
・常備薬は○○に保管。かかりつけ医は○○、主治医○○先生 
・電話を使うことができる 
・寝室はトイレの横の部屋 

 

避難時に配慮しなくてはならない事項 

(1) 介護認定（3～5） 
 

(2) 身障手帳の内容（1,2 級） 
 

 
(4)その他 

 
(3) 療育手帳（Ａ判定） 

特記事項（自宅で想定されるハザードの状況・常備薬の有無など） 

避難支援時の留意事項 

｛Map2｝ 

（あてはまるものすべてに?） 

□難病の特定医療費、小児慢性特定疾患病医療費の支給認定を受けている 

□その他 

□医療機器の装着等をしている 

□立つことや歩行ができない □音が聞こえない 

□物が見えない（見えにくい） □言葉や文字の理解がむずかしい 

□危険なことを判断できない □顔を見ても知人や家族とわからない 
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第９ 用語の補足（新） 

 

ＳＤＧｓ：Sustainable Developmennt Goals 

〇2015年9月の国連サミットで採択され、持続可能で多様性と包摂性（異なる意見や立場、文

化や価値観などを受入れ調和を図ること）のある社会の実現のため、2030年を年限とする１７

の国際目標のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小樽市地域防災計画 

（令和６年０月） 

 

編集・発行 小樽市防災会議 

事務局   小樽市総務部災害対策室 

                                小樽市花園２丁目１２番１号 

                                電話  0134-32-4111 内線 441,442,489 

                                E-mail saigai-taisaku@city.otaru.lg.jp 

 


